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私たちは今、生物多様性の損失、気候変動、（大気、水、土壌などの）汚染という、地球環境
において複合的に重なり合う3つの深刻な危機に直面しています。

地球上において行われる様々な社会経済活動が、自然環境に回復不可能な損害をもたらすおそ
れがあることから、私たちは、環境を「社会・経済の基盤」と認識し、「維持」するだけでなく
「回復・再生」していく必要があります。

また、「持続可能な社会」を実現するためには、ネイチャーポジティブ（自然再興）、カーボ
ンニュートラル（脱炭素）、サーキュラーエコノミー（循環経済）といった環境施策の相互連携
により、相乗効果（シナジー）を発揮させ、環境・経済・社会における課題の同時解決を目指し
ていくことが重要です。

これらを踏まえ、私たちを取り巻く様々な課題に、各主体が自ら考え行動することができるよ
う皆が進むべき方向性を示すとともに、市のビジョン実現のために地域から考えることができる
よう必要な改定を行いました。

第１節 計画改定の背景

第１部 基本構想

第１章 計画の基本的事項
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第１節 計画改定の背景

現在急速に進行している生物多様性の損失、気候
変動、（大気、水、土壌などの）汚染という３つの
環境危機への対応に当たり、生物多様性の回復、脱
炭素社会の実現、循環型社会への移行を統合的に推
進する経済社会システムの構築が求められています。

那須塩原市は、これら３つの環境危機に対し、
➤ネイチャーポジティブ（生物多様性の回復）
➤カーボンニュートラル（脱炭素社会の実現）
➤サーキュラーエコノミー（循環型社会への移行）
の３つを柱として、環境施策を相互に連携して取り
組み、相乗効果を生み出しながらこれら課題解決の
同時達成を目指す2050年のあるべき姿（ビジョ
ン）を公表しました。それが、
「2050 Sustainable Vision（サステナブルビ
ジョン）那須塩原 ～環境戦略実行宣言～」です。
那須塩原市は、このビジョンに掲げた３つの柱を

相乗的に推進し、持続可能なまちづくりを進めてい
きます。

第１部 基本構想

第１章 計画の基本的事項
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➢環境課題の解決に向けた方向性の明確化

那須塩原市環境基本条例【抜粋】

（基本理念）

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するととも

に、その環境が将来の世代に継承されるように、適切に行われなければならない。

２ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生できるような多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて

体系的に行われなければならない。

３ 環境の保全及び創造は、環境の復元力に限界があることを認識し、資源の適正な管理及び循環的な利用の

推進等により、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が公

平な役割分担の下に主体的かつ積極的にこれに取り組むことによって、行われなければならない。

４ 地球環境保全は、すべての者がこれを自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において

推進されなければならない。

➢那須塩原市環境基本条例に定める基本理念の実現

「2050 Sustainable Vision 那須塩原 ～環境戦略実行宣言～」で掲げる３施策の統合的な推進に

よるシナジー（相乗効果）創出とそれによる持続可能な環境都市の実現に向け、それぞれの主体が

進むべき大きな方向性を示すものです。

第２節 計画の役割

第１部 基本構想

第１章 計画の基本的事項
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• 那須塩原市環境基本条例第８条に基づき環境の保全及び創造に関する施策を推進するための最も

基本となる計画

• 第２次那須塩原市総合計画に掲げる基本政策及び基本施策を環境面から推進

第２次那須塩原市総合計画
（まちづくりの基本理念・将来像の実現）

那須塩原市環境基本条例

第２期那須塩原市環境基本計画

那須塩原市
気候変動対策計画

那須塩原市
生物多様性地域戦略

第２期那須塩原市
一般廃棄物処理基本計画

基本とする

具体化する

方向性の提示方向性の提示方向性の提示

第３節 計画の位置付け

第１章 計画の基本的事項
第１部 基本構想

各分野別計画

整合を図る

実現に寄与

2050 Sustainable Vision 那須塩原
～環境戦略実行宣言～

4

https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kikakubu/12/3/1/9926.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kankyo/20736.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kankyo/20736.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kankyo/20522.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kankyo/20522.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kankyo/6931.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kankyo/6931.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/machizukuri/kankyo/17498.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/machizukuri/kankyo/17498.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/machizukuri/kankyo/17498.html


市、市民、事業者、各種団体、関係機関等がそれぞれの役割を果たしながら、関連する全ての主体が持続

可能な社会を実現するために同じ方向を向いて連携・協働していくことが重要です。

それぞれの主体がその責務を全うすることで、課題解決や目標達成に向けた相乗効果の創出に寄与します。

教育機関、
研究機関等

観光客

NPO

在勤者

市民
環境問題が日常生活に伴う環
境への負荷の積み重ねにより
発生していることを認識し、
一人ひとりが環境負荷の低減

に取り組みます。事業者
事業活動を行うに当たっては、これ
に伴い生ずる公害を防止し、廃棄物
を適正に処理するとともに、その事
業活動に係る製品その他の物の使用
及び廃棄による環境への負荷の低減
のため、環境に配慮した原材料等を

使用するよう努めます。

市
環境の保全及び創造に関し、地域の
自然的社会的条件に応じた総合的か
つ計画的な施策を実施するとともに、
市民、事業者及びその他の自治体な
どと連携・協働し、環境の保全など
に関する取組を推進していきます。

連携・協働

その他
関係者

第４節 計画における各主体の役割と責務

第１部 基本構想

第１章 計画の基本的事項
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本計画は、次のとおり４つの部で構成しています。

第１部 基本構想

環境の現状と課題を踏まえ、本計画における
「市の将来像」を定めるとともに、環境項目ご
とに「望ましい環境像」として具体化し、その
実現に向けた「計画の推進方針」を示します。

第３部 環境配慮行動指針

将来にわたって良好な環境を継承していける
よう、市民、事業者及び市がそれぞれの立場に
おいて環境に配慮した行動を展開していくため
の「環境配慮行動指針」を示します。

第４部 地域別環境配慮指針

地域の特性を踏まえ、環境に配慮した行動を
適切に実践するため、市民、事業者、市など
様々な主体が一体となって配慮すべき「地域別
環境配慮指針」を示します。

第２部 基本計画

「望ましい環境像」を実現するために、環境
項目ごとに基本施策を定め、基本施策から主な
事業を掲げ、具体的な取組を展開します。

第５節 計画の構成

第１章 計画の基本的事項
第１部 基本構想
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那須塩原市環境基本条例第７条に基づき、本計画が対象とする環境の範囲を次のとおりとします。

◆自然環境の保全

◆気候変動影響への対応

◆循環型社会の構築

◆生活環境の保全（公害防止等）

◆快適環境の保全

那須塩原市環境基本条例【抜粋】

第７条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっ
ては、次に掲げる事項を旨として、施策相互の調整を図りつつ、これを
総合的かつ計画的に行わなければならない。
⑴ 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の
確保に努めるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境
の保全及び回復を図ることにより、人と自然が健全に共生することので
きる良好な環境を確保すること。

⑵ 気候変動影響に対する適応策及び緩和策を適切に講ずることにより、
持続可能な社会を構築すること。

⑶ 廃棄物の減量及び資源とエネルギーの循環的利用の推進により、環境
への負荷の少ない循環型社会を構築すること。

⑷ 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持す
ることにより、市民の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。

⑸ 人と自然との豊かなふれあいを確保するとともに、那須塩原市の自然
環境及び歴史的文化的な所産の保全に努め、良好な景観の形成を図り、
及び質の高い環境を創造すること。

第６節 計画の対象範囲

第１章 計画の基本的事項
第１部 基本構想
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改定前の計画期間は、平成29（2017）年度から令和９（2027）年度としていましたが、改

定後の目標達成状況の管理、各施策の進捗管理や効果検証を実施するに当たり、５年間のモニ

タリング期間を確保するため、令和12（2030）年度まで（延長）とします。

なお、計画の進行過程において施策等の達成状況を検証し、必要に応じて見直しを行います。

各施策の実施

平成29（2017）年度 令和12（2030）年度令和８（2026）年度

計画改定

各施策の実施

第２期那須塩原市環境基本計画【改定版】第２期那須塩原市環境基本計画

目指す環境像
の実現

第７節 計画の期間

第１章 計画の基本的事項
第１部 基本構想
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• 山岳部が市域の約半分を占め、北西部には日光

国立公園が広がる。

• 豊かな田園地帯と美しい平地林、那珂川・箒川

を中心とした清らかな水辺環境を有する。

• 多種多様な野生動植物が生息・生育する。

• 市街地化の進展や野立ての太陽光パネル設置等

による森林や緑地の減少

• 担い手不足による里地里山の荒廃

• 外来種の増加、在来種の減少

• 有害鳥獣による地域固有の生態系への影響

課題

現状

第１節 自然環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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17.9 17.9 17.9 17.8 17.8 17.7 17.7

15.5 15.5 15.4 15.4 15.3 15.2 15.2

6.0 6.0 6.0 6.1 5.5 6.2 6.2
4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4

56.3 56.3 56.3 56.3 56.9 56.3 56.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

田・畑・牧場 山林・原野 宅地 雑種地 その他

【 地目別面積の割合 】

本市の地目別面積の割合は、田・畑・牧場や山林・原野が減少する一方、宅地が増加

宅地等への開発により二次的自然※1が減少しているといえる。

第１節 自然環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想

10

※1 二次的自然…人が手を加えることで維持・管理されてきた自然環境のこと（里地里山、河川、湿原、水田、ため池、水路、雑木林など）。



自然の眺めの美しさ

農地、里山、緑地
など身近な緑の豊

かさ

野生動植物の種類
の豊かさ

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

【 重要度・満足度（市民意識調査）】

23%

21%

14%

7%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

開発や伐採による森林の減少

耕作放棄による田んぼの荒廃

シカやイノシシなど野生鳥獣による農作物などの被害

希少な野生動植物の保全

アメリカザリガニやブラックバスなどの外来種の増加

【 関心度（市民意識調査） 】

意識調査の結果から、多くの市民が自然の
美しさや身近な緑の豊かさに満足している
ものの、あまり重要と考えていないことが
うかがえる。

市民の多くは、開発や伐採により森
林が減少していることや耕作放棄に
より田んぼが荒廃していることなど
に関心を寄せている。

第１節 自然環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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• 年間平均気温及び年間降水量は上昇傾向で推移

• 直近２年間の年間平均気温は過去最高を更新

• 昭和55(1980)年から年平均気温が約1.5℃上昇

• 気候変動対策を講じない場合、2100年には、

年平均気温が17.4℃に上昇

短時間豪雨の回数及び真夏日が大幅に増加

課題

現状

第２節 気候変動影響への対応

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想

【 本市の年平均気温 】

【 本市の年平均気温の将来予測 】

出典：那須塩原市気候変動対策計画
12



【 温室効果ガス排出量 】

79 75 79 80 83 86 87 87 87 90 90 83 71
16 22 16 17 20 20 20 20 16 18 22 17 15

271 219 218 218 218 219 275 277 279 280 280 248
186

137
166 180 147 181 170

163 170 173 151 158
173

152

105 116 144 151
145 159

139 145 137 154 152
126

105

360 350 337 339 277 259 255 199 248 219 206
225

220
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1,200

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和12年 令和32年

農業分野 廃棄物分野 運輸部門 家庭部門 業務その他部門 産業部門

将来推計

目
標
値

462

（千tCO2）

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

第２節 気候変動影響への対応

第１部 基本構想

温室効果ガス排出量は僅かに減少傾向で推移
産業部門の温室効果ガス排出量が減少している一方、運輸部門の温室効果ガス排出量は増加傾向

出典：那須塩原市気候変動対策計画

第２章 市の環境の現状と課題

那須塩原市は、2030年までに2013年度比で46％の温室効果ガス削減、
2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指しています。

13



気候変動対策（適応策）
に取り組んでいる

気候変動対策（緩和策）
に取り組んでいる

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

【 重要度・満足度（市民意識調査）】

23%

13%

10%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

気候変動の影響（気温や海水温の上昇、大雨や猛暑日の増加、健康リスクの増大、生物種の喪失など）

省エネ家電（LEDなど）の導入

太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーの利用

電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）などの導入

【 関心度（市民意識調査） 】

多くの市民は気候変動対策の現状につい
て、比較的重要であると考えているが、
満足度が高いとは言えない。

多くの市民が気候変動の影響につい
て関心がある一方、再生可能エネル
ギーの利用や電気自動車の導入には
関心が低い。

第２節 気候変動影響への対応

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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25,797 
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平成
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平成

29年
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令和3
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【 生活系ごみ総排出量 】

出典：第２期那須塩原市一般廃棄物処理基本計画

（t/年） （t/年）

将来推計
将来推計

【 事業系ごみ総排出量 】

• 生活系ごみ及び事業系ごみの排出量は減少傾向で推移

• 一般廃棄物を適正に処理するため、市民・事業者・市が協働で、ごみの減量化、再資源化を実施

• 民間事業者が積極的に資源物のリサイクルを実施

現状

第３節 循環型社会の構築

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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ごみの減量化やリサイ
クルに取り組んでいる

不法投棄対策に
取り組んでいる

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

【 重要度・満足度（市民意識調査）】

44%

31%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ごみのポイ捨てによるまちの汚れ

期限切れや食べ残しなどの食品ロス（食品の廃棄）

海洋プラスチック問題

【 関心度（中高生意識調査）】

• 製品の多様化により処理が難しい廃棄物の増加

• 不法投棄は年々減少するも、依然として多い状況

課題

市民の多くは、不法投棄対策を重要と考えてい
るものの、満足度が高いとはいえない。
一方で、ごみの減量化やリサイクルの取組には
比較的満足度が高い。

多くの中高生が、ごみのポイ捨
て、食品ロス、海洋プラスチッ
ク問題に関心がある。

第３節 循環型社会の構築

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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• 公害苦情件数は変動しながら減少傾向で推移

• 近年の主な公害苦情は、騒音、振動、悪臭といった

「感覚公害※2」が多い傾向

• 河川における水質（BOD）や、騒音（昼間、夜間）に

ついて、環境基準達成率が100%とならないことが多

い。

課題

現状

第４節 生活環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想

17

※2 感覚公害…人の感覚によって感知される公害



河川、湧水、
地下水などの
水のきれいさ

静けさ（近隣騒音や
自動車騒音がない）

地域の香りが快適で
ある（悪臭がない）

有害化学物質から
の安全性が高い

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

【 重要度・満足度（市民意識調査）】

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などの公害対策に関する取組

【 企業や事業所に期待すること（市民意識調査） 】

市民の多くは、企業や事業所に、大
気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭など
の公害対策に関する取組を行うこと
を期待している。

市民の多くは、生活環境の保全を重要と
考えている。
河川等の水のきれいさには満足している
一方で、臭気環境にはあまり満足してい
ない。

第４節 生活環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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• 市内各所からの眺望資源となっている山並み、

農地と平地林の織り成す田園風景、那珂川や

箒川などの大小河川がつくりだす水辺など、

素晴らしい景観を保有

• 市街地と塩原・板室温泉など観光地を結ぶ幹

線道路では「みどりのトンネル」と称される

沿道景観を形成

• 生活排水処理人口普及率や下水道水洗化率は

年々上昇しているものの、県内他市と比較し

てまだ低い水準で推移

• 管理不全な空き地等による生活環境への影響

課題

現状

第５節 快適環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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自然の眺めの美しさ

地域の歴史や文化
のすばらしさ

まち並みの美しさ

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

【 重要度・満足度（市民意識調査）】

【 理想の将来像（市民意識調査） 】

38%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

風景や景観の美しいまち

古い歴史と守るべき文化があるまち

多くの市民は、自然の眺めの美しさには
満足しているが、まち並みの美しさには
あまり満足していない。

市民の多くは、風景や景観の美しいまち
を理想の将来像にあげている。

第５節 快適環境の保全

第２章 市の環境の現状と課題
第１部 基本構想
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本計画は、第２次那須塩原市総合計画に基づき、総合計画に掲げる基本政策を環境面から

推進するものです。

総合計画における「まちづくりの基本理念」及び「市の将来像」を踏まえた上で、本市の

環境課題を解決し、基本理念を実現するために、目指すべき市の将来像を定めます。

人と自然が調和し みんなでつくる

持続可能なまち 那須塩原

第２期那須塩原市環境基本計画における

「市の将来像」

第２次那須塩原市総合計画

•自然を守り、共生するまちづくり

•歴史に学び、開拓精神が息づくまちづくり

•人を中心に、共に支え合うまちづくり

まちづくり
の基本理念

•人がつながり 新しい力が湧きあがるまち

那須塩原市の将来像

第１節 市の将来像

第３章 計画の方向性
第１部 基本構想
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目指すべき市の将来像「人と自然が調和し  みんなでつくる  持続可能なまち  那須塩原」を

実現するため、環境基本条例第７条に基づく５つの環境項目「自然環境の保全」、「気候変動

影響への対応」、「循環型社会の構築」、「生活環境の保全」、「快適環境の保全」について

望ましい環境像を定めます。

環境項目 望ましい環境像

自然環境の保全 市民が幸せに 地域が元気になる ネイチャーポジティブなまち

気候変動影響への対応 市民一人ひとりの力で未来を拓く カーボンニュートラルなまち

循環型社会の構築 資源が循環し 付加価値が生まれる サーキュラーなまち

生活環境の保全 環境と経済が調和し 心豊かに暮らせるまち

快適環境の保全 快適空間で人がつながる 魅力あふれるまち

第２節 望ましい環境像

第３章 計画の方向性
第１部 基本構想
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計画の推進に当たっては、「2050 

Sustainable Vision 那須塩原 ～環境

戦略実行宣言～」を踏まえ、

「自然環境の保全」

「気候変動影響への対応」

「循環型社会の構築」

の統合的な取組によるシナジーの創

出及びトレードオフの最小化により、

「生活環境の保全」

「快適環境の保全」

にも好影響を波及させるとともに、

環境保全意識の高揚を図るため環境

学習や環境保全活動を推進していき

ます。 環境学習・環境保全活動の推進

循環型社会の
構築

資源が循環し
付加価値が生まれる
サーキュラーなまち

自然環境の保全

市民が幸せに
地域が元気になる
ネイチャーポジ
ティブなまち

気候変動影響
への対応

市民一人ひとりの
力で未来を拓く
カーボンニュート

ラルなまち

生活環境の保全

環境と経済が調和し
心豊かに暮らせるまち

快適環境の保全

快適空間で
人がつながる

魅力あふれるまち

第３節 計画の推進方針

第３章 計画の方向性
第１部 基本構想
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５つの環境項目「自然環境の保全」、「気候変動影響への対応」、「循環型社会の構築」、

「生活環境の保全」、「快適環境の保全」の望ましい環境像を実現するために、環境項目ごと

に基本施策を定め、基本施策から主な事業を掲げ、目指すべき方向性を示します。

第１節 施策体系

第２部 基本計画

①普及啓発の推進
②活動の支援及び促進

１．自然環境の
保全

市民が幸せに
地域が元気になる

ネイチャーポジティブ
なまち

①生物多様性の回復と保
全

②生態系サービスの活用
による付加価値の創出

③多様な主体による参画
と貢献

２．気候変動影響
への対応

市民一人ひとりの力で
未来を拓く

カーボンニュートラル
なまち

①温室効果ガスの排出量
削減（緩和策）

②気候変動による被害の
回避・軽減（適応策）

③市民や企業による参画

３．循環型社会の
構築

資源が循環し
付加価値が生まれる
サーキュラーなまち

①環境負荷の低減と、
地域内経済循環によ
る付加価値の創出

４．生活環境の
保全

環境と経済が調和し
心豊かに暮らせるまち

①安全・安心な市民生
活の実現

５．快適環境の
保全

快適空間で
人がつながる

魅力あふれるまち

①安全・安心で快適な
メリハリのあるまち
づくり

②景観の保全

環境学習・環境保全活動の推進

環境項目

望ましい
環境像

基本施策

第１章 計画の展開
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第２節 基本施策・主な事業

第１章 計画の展開
第２部 基本計画

１．自然環境の保全
市民が幸せに 地域が元気になる ネイチャーポジティブなまち

基本施策：①生物多様性の回復と保全

 企業や各種団体との連携・マッチング等により、自然共生サイト認定を推進し、保護地域と併せて

生物多様性保全に資する地域の拡大を目指します。

保護地域の拡張

▼関連計画

那須塩原市生物多様性地域戦略
那須塩原市森林整備計画
那須塩原市鳥獣被害防止計画 など

 市民団体や関係機関と連携し、希少種及び在来種の維持保全、植生回復等に向け

た取組を行い、広範囲にわたり生態系が保全された状態を目指します。

 希少種保全、外来種防除、鳥獣被害対策等を一括して実施し、俯瞰的な視点から

野生生物との共生社会を目指します。 

希少野生動植物の保護、外来生物の防除、鳥獣被害への対策

動植物実態調査によるモニタリングの継続（那須塩原市動植物調査研究会による調査研究）

25

https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/machizukuri/kankyo/shizenhogo/19774.html
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https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/np/choujuhigai/3535.html


第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

里地里山を含む二次的自然環境の保全

第１章 計画の展開

 新規就農者確保に向けた支援や体制整備、スマート農業の普及促進や生産性向上等による農業者の

確保に取り組み、里地里山を構成する農地や雑木林などの二次的自然環境の保全を目指します。

26



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 観光資源でもある日光国立公園の利活用の促進により、「那須塩原」のブランド確立を図り、関係

機関と連携しながら、誇れる国立公園づくりを目指します。

国立公園の利活用の推進

 環境保全型農業、適切な森林管理、農地の水辺環境保全や多面的機能の創出などを推進し、持続可

能な産業の普及を目指します。

 ネイチャーポジティブに資する森林の整備を推進し、森林の持つ災害防止機能や水源涵養機能など
をはじめとする公益的機能の普及啓発を行います。

持続可能な産業の普及推進

１．自然環境の保全
市民が幸せに 地域が元気になる ネイチャーポジティブなまち

基本施策：②生態系サービスの活用による付加価値の創出

第１章 計画の展開

27



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 ネイチャーポジティブを社会に根付かせるためには、多様な主体が自然資本を守り活かす社会経済

活動、すなわち「ネイチャーポジティブ経済」の実現を目指すことが重要です。

 事業者においても、生物多様性の視点を経営や企業活動に取り入れ、ネイチャーポジティブに寄与

する経済活動を行うことが求められています。

 これらを踏まえ、事業者、各種団体、関係機関等と連携し、環境保全に配慮した社会経済活動の活

発化を目指します。

ネイチャーポジティブ経済の実現

第１章 計画の展開

豊かな自然資本を持続可能な農林業や観光振興等に活用し、資源の
過少利用（アンダーユース）による生物多様性の損失を防ぐととも
に、資金の好循環を促進し、地域経済の活性化を目指します。

28



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 関係機関との連携により生物多様性に関する環境学習の充実を図り、多くの主体が生物多様性の重
要性や自然とのつながりを認識することができ、自然の利活用を通じて地域活性化や人と人とつな
がりが広がるまちづくりを目指します。

自然の価値の認識

 ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンスを中心に、市と各種団体、事業者等が協働により自
然環境を回復、再生、保全するための活動を実施できるよう連携促進を図ります。

多様な主体の連携による活動の推進

第１章 計画の展開

１．自然環境の保全
市民が幸せに 地域が元気になる ネイチャーポジティブなまち

基本施策：③多様な主体による参画と貢献

項目 現状（R6) 目標（R12）

生息地等保全協定区数 19か所 25か所

森林面積 38,039ha 38,000ha

環境指標

29



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

２．気候変動影響への対応
市民一人ひとりの力で未来を拓く カーボンニュートラルなまち

基本施策：①温室効果ガスの排出量削減（緩和策）

 再生可能エネルギーの導入を多角的に進めるとともに、地域資源を活用したエネルギーの地産地消

を促進し、地域における脱炭素化を目指します。

地域の再生可能エネルギーの活用

 断熱や高効率設備の導入、電化による直接排出量の削減などを通して、地域全体の脱炭素化と持続

可能な社会を目指します。

施設、設備の省エネルギー化の促進

第１章 計画の展開

▼関連計画

那須塩原市気候変動対策計画

➤公共施設への太陽光発電設備導入 ➤地域新電力によるエネルギーの地産地消
➤小水力やバイオガスなど地域資源の活用 ➤促進区域等地域との調和

30
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第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 気候変動情報の収集・分析や気候変動リスクの分析・予測を行うとともに、積極的な情報発信によ

り適応策の実践を促すことで、気候変動に起因する影響や被害を回避・軽減します。

身近な適応策の推進

第１章 計画の展開

２．気候変動影響への対応
市民一人ひとりの力で未来を拓く カーボンニュートラルなまち

基本施策：②気候変動による被害の回避・軽減（適応策）
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第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 ゼロカーボンコンソーシアムやデコ活などを通じて、事業者と市民の行動変容を促し、地域全体の

脱炭素化を推進します。

カーボンニュートラルなまちづくり

項目 現状（R6) 目標（R12）

本市における温室効果ガス排出量 853千ｔ-CO2 462千ｔ-CO2

第１章 計画の展開

２．気候変動影響への対応
市民一人ひとりの力で未来を拓く カーボンニュートラルなまち

基本施策：③市民や企業による参画

環境指標
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第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

３．循環型社会の構築
資源が循環し 付加価値が生まれる サーキュラーなまち

基本施策：①環境負荷の低減と、地域内経済循環による付加価値の創出

 拠点回収（エコナステーション事業）の強化や

官民連携によるリユース推進を通じて、資源の

有効利用と循環経済に資する新たなビジネスモ

デルや企業連携を創出します。

リユースやマテリアルリサイクルを中心とした資源循環の取組

第１章 計画の展開

▼関連計画

第２期那須塩原市一般廃棄物処理基本計画

33
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第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 関係機関と連携し、産業廃棄物処理施設の適正な管理を徹底します。

産業廃棄物処理施設の適正管理に向けた取組

項目 現状（R6) 目標（R12）

生活系廃棄物（家庭系ごみ）の排出量 ※資源物を除く 21,779ｔ／年 18,746ｔ／年

事業系廃棄物の排出量 ※資源物を除く 12,492ｔ／年 9,864ｔ／年

第１章 計画の展開

環境指標

 職員及び廃棄物監視員による徹底した監視・指導に加え、監視カメラや防止看板の設置、関係機関

との連携強化等により、廃棄物の不法投棄のない社会を目指します。

不法投棄撲滅に向けた取組

34



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

４．生活環境の保全
環境と経済が調和し 心豊かに暮らせるまち

基本施策：①安全・安心な市民生活の実現

 県と連携した公害防止対策を推進するとともに、ダイオキシン類等の大気環境や、河川、地下水、

工場排水等の水質について継続的な調査を行い、市民の健康と生活の質を守ります。

大気・水環境の保全

第１章 計画の展開

 法令に基づく規制基準の監督や、騒音・振動の測定調査を通じて、安全・安心で快適に暮らせる生

活環境を守ります。

騒音・振動・悪臭の防止

35



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

 事業者等への適切な助言・指導により、事業活動が原因となる公害発生の未然防止と地域の環境保

全に取り組みます。

事業者等への助言・指導

 必要な放射線量測定等を継続し、市民の不安を払しょくするとともに、市民の健康と安全を守りま

す。

放射能対策

項目 現状（R6) 目標（R12）

河川のBOD※3環境基準達成率 100% 100%

騒音（昼間・夜間）に係る環境基準達成率 75% 100%

第１章 計画の展開

環境指標

36

※3 BOD…Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）の略称のことで、水質の汚濁を示す指標の１つ



第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

５．快適環境の保全
快適空間で人がつながる 魅力あふれるまち

基本施策：①安全・安心で快適な

メリハリのあるまちづくり

多極ネットワーク型コンパクトシティの形成

第１章 計画の展開

▼関連計画

那須塩原市都市計画マスタープラン
那須塩原市立地適正化計画
第２次那須塩原市地域公共交通計画
那須塩原市空き家等対策計画
那須塩原市生活排水処理基本構想
那須塩原市景観計画 など

 「那須塩原市都市計画マスタープラン」及び「那須塩原市立地適正化計画」で掲げる将来都市構造

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を進め、将来的にも持続可能な都市を目指します。

 安心して通行できる歩行空間整備、利用しやすい公共交通ネットワークの構築、空き家等の対策、

生活排水による水質汚濁や悪臭の防止など、都市活動の効率化や市民生活の快適性を向上させるた

め、各分野別計画（関連計画）に掲げる施策を推進します。
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https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kensetsubu/21616.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kensetsubu/21620.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/shiminseikatsubu/9445.html
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第２節 基本施策・主な事業

第２部 基本計画

５．快適環境の保全
快適空間で人がつながる 魅力あふれるまち

基本施策：②景観の保全

自然と都市の共生・調和

項目 現状（R6) 目標（R12）

都市計画区域内人口に対する居住誘導区域内人口の割合 ％ 46.9%

第１章 計画の展開

 景観を市民共通の資源ととらえ、「豊かな自然と調和した潤いと安らぎのある景観」、「魅力ある

都市の景観」、「歴史・文化を継承した地域固有の景観」などの景観形成を推進し、地域の魅力度

向上や地域活性化に貢献します。

環境指標

38
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地域の自然について学んだり、地域に根差

した環境保全活動を行うことを通じて、地球

規模の環境危機を身近に感じることは、持続

可能な未来へとつながる重要な要素です。

市では、市民の皆様が環境学習を通じて自

ら行動を起こせるような機会を創出していき

ます。

また、環境学習や環境保全活動を推進する

ことで、自然の魅力や環境課題などの認識を

広げ、将来的にわたり環境・経済・社会が統

合的に向上する持続可能な環境都市の実現を

目指します。

第３節 環境学習・環境保全活動の推進

第２部 基本計画

第１章 計画の展開
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第３節 環境学習・環境保全活動の推進

第２部 基本計画

 市内の環境を取り巻く状況や各種環境テーマに関する取組等に関する情報発信をしていきます。

情報発信の充実

 各種環境テーマに関する専門的知識を有する指導者や地域における環境保全活動のリーダー、自然

解説指導者等の人材の育成を図ります。

人材育成の推進

普及啓発の推進

基本施策：①普及啓発の推進

 各種環境をテーマにした学習機会を創出していきます。

環境学習の推進

第１章 計画の展開
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項目 現状（R6) 目標（R12）

環境企画展の来場者数 414人／年 1,500人／年

環境をテーマにした出前講座（行政編）の実施件数 4件／年 15件／年

第３節 環境学習・環境保全活動の推進

第２部 基本計画

 関係機関による各種参加型プログラム等と連携を図るとともに、市民や事業者の参加を促進します。

関係機関との連携の促進

 各種環境をテーマにした取組を行っている市民団体、学校、事業所、各種団体の活動に対する支援

を行います。

各種団体に対する支援

第１章 計画の展開

普及啓発の推進

基本施策：②活動の支援及び促進

環境指標
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本計画を確実に推進するためには、望ましい環境像に対する現状を市民、事業者及び市がそれぞれ正し

く認識し、行動することが重要です。

那須塩原市環境審議会において、施策の進捗状況、数値目標の達成度等を管理し、定期的・継続的なモ

ニタリングを実施していきます。

●那須塩原市環境審議会
学識経験者等で構成し、那須塩原市環境基本計画に基づいた施策の実施内容や進行状況などについ

て、公正かつ専門的な立場から調査・審議し、必要に応じて計画の見直しや改善の答申を行います。

１ 計画の推進及び進行管理

第４節 計画の推進及び進行管理

第２部 基本計画

望ましい環境像を実現するためには、市民、事業者をはじめとする様々な主体の参画促進、取り組む場

の提供などの基盤を整える必要があります。

●市民、事業者等の参画推進
●環境情報の収集・発信及び調査・研究の推進
●国、県及び近隣市町との連携
●デジタル技術を活用した環境施策の推進（環境分野におけるDXの促進）

２ 計画の推進体制の整備

第１章 計画の展開

42

▼関連計画

那須塩原市DX推進戦略

https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kikakubu/dx/13937.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kikakubu/dx/13937.html
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shinoseisakutokeikaku/kikakubu/dx/13937.html


報告・諮問

提言・答申

那須塩原市環境審議会

環境担当部局が中心と
なり、関係部局と連携

那須塩原市
ゼロカーボン・コンソーシアム

ネイチャーポジティブ
那須野が原アライアンス

市民 事業者

第４節 計画の推進及び進行管理

第２部 基本計画

各種団体 関係機関 など

第１章 計画の展開

市

連携

市内の企業・団体が 情報交換や事例提供などの連携を通じ
て脱炭素に取り組むことで、脱炭素を活かした企業成長と 
脱炭素社会の実現の両立を目指すための仕組み

持続可能な環境都市の実現に向け、企業、団体、 個人など
の様々な主体が相互に連携を図ることを促進する枠組み

連携

連携

43

▼計画の推進体制

https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/shiseijoho/shingikai/8439.html
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将来像及び環境像の実現のためには、市民、事業者及び市の各主体が、日常生活や事業

活動を環境への負荷の少ない形態へ変えていく必要があります。

環境配慮行動指針は、各主体の責務と役割の下、それぞれの立場で環境に配慮する事項

を明らかにするものです。

第１節 環境配慮行動指針の目的

第１章 環境配慮行動指針

第３部 環境配慮行動指針

44



●家の中では

油や生ごみ等を排水口に流さないようにします。

エアコンは無理のない範囲で控えめに使用します。

エアコンのフィルターはこまめに掃除します。

なるべく同じ部屋で過ごし、空調や照明にかかるエネルギーを減らします。

環境にやさしい製品やサービスを選択します。

こまめに節電、節水を行います。

新築、 改築時には、 住宅の省エネ化を図り、 ZEH（ネット・ ゼロ・ エネルギー・ハウ
ス）の導入を検討します。

食事は作り過ぎないようにして食品ロスを減らします。

ごみは分別し、決められた日時、決められた場所に出します。

集団資源回収や、資源物の店頭回収などによるリサイクルに努めます。

気候変動に関心を持ち、対策や影響などについて考えます。

●家の外では

むやみに野生動植物を捕まえたり、外来種を外に放すことがないようにします。

野生動物にエサを与えるなど、生態系を壊すようなことはしないようにします。

雨水の有効活用に努めます。

グリーンカーテンや打ち水など、夏を涼しく過ごす工夫に努めます。

たばこやごみのポイ捨てはしません。

ペットのふんの後始末など、飼育のマナーを守ります。

地域の清掃活動に積極的に参加します。

自然観察会などに参加し、自然に対する意識向上に努めます。

●買物をするときは

電化製品を購入する際は、省エネ性能に優れたものを選択します。

FSC認証、MSC等の認証商品やエコラベル商品を選ぶよう努めます。

地産地消に努め、輸送にかかるエネルギーを削減します。

食品ロス問題の現状を踏まえ、食材は必要な分だけを買うようにします。

過剰な包装は控え、ごみの排出抑制に努めます。

マイバッグ、マイボトルを持参して、レジ袋の削減に努めます。

再生可能エネルギー由来の電力の購入に努めます。

使い捨ての商品ではなく、詰替えや再生品を選ぶようにします。

●外出するときは

公共交通機関や自転車を積極的に利用します。

自動車を運転する際は、アイドリングを止め、急発進や急加速を行わないエコドライブに努
めます。

自動車に不要な荷物を積んだままにしないようにします。

市民一人ひとりが、日々の暮らしの中で、環境のために自らが取るべき行動について紹介します。

第２節 市民の行動指針

第１章 環境配慮行動指針
第３部 環境配慮行動指針
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●共通の取組

OECMや自然共生サイトの設定に努めます。

開発を行う際は生物多様性の保全に配慮します。

騒音や振動、悪臭等の発生源に対して対策を行い、周辺環境に配慮します。

雨水や一度使用した水の有効活用など、節水対策に努めます。

夜間、不要な光が外に漏れないように努めます。

クールビズ、ウォームビズに取り組み、空調は無理のない範囲で控えめに設定します。

コピー用紙の裏面利用やごみの分別を進め、資源の再利用や再資源化に努めます。

グリーン調達基準に適合した商品、エコラベル製品を積極的に利用します。

再生可能エネルギー由来の電力を積極的に利用します。

自動車を運転する際は、アイドリングを止め、急発進や急加速を行わないエコドライブに努
めます。

自動車を購入する際は、EV・PHEV等の環境配慮型の車を選ぶようにします。

所有する建物や敷地周辺の緑化に努めます。

事業所の新築や改築時には、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とすることを検討し
ます。

従業員に対する環境教育に取り組みます。

●卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業では

不要な照明や空調を消して省エネに努めます。

高効率機器の導入を進め、省エネを図ります。

食品ロスについて、排出量を減らす工夫をしつつ、堆肥化など有効活用に努めます。

販売時のプラスチックの仕様や過剰な包装を抑制します。

食品トレーの回収ボックス設置など、リサイクルを推進する取組を進めます。

●製造業では

化学物質の適正な管理を実施します。

事故や災害による環境汚染を未然に防ぐため、事前に対策を行います。

配管の断熱化により、エネルギー効率を向上させます。

廃棄物の少ない生産方法の検討や副産物の有効活用検討など、廃棄物削減の取組を進めます。

分別・リサイクルしやすい商品の開発に努めます。

●農林業では

適切な間伐を進め、森林の荒廃防止に努めます。

環境保全型農業に努めます。

地元の食材を地元で消費する地産地消を進めます。

農業用資材等を処分する際は、法令やルールに従い適正に処分します。

事業者に対して、事業活動において取り組む
べき行動について紹介します。

●建設業、運輸業では

地元木材の利用に努めます。

建設機械の騒音や振動など、周辺に著しい影響を与えないよう努めます。

建築廃材や土砂の適切な処理に努めます。

梱包材等に使用する資材の発生を抑制し、再使用及び再生利用に努めます。

配送ルートの効率化により、燃料の削減に努めます。

車両の整備を適切に行います。

第３節 事業者の行動指針

第３部 環境配慮行動指針

第１章 環境配慮行動指針
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市は、大きな事業体の一つであり、事業活動により環境負荷が発生し、地域の環境に大

きな影響を及ぼします。

そのため、率先して環境に配慮した取組を行うことが必要です。 

市も事業者としての立場を持っているため、市の配慮事項は「第３節 事業者の行動指

針」に準じます。 

加えて、「第２部 基本計画」で具体的な施策として示しているほか、「第４部 地域

別環境配慮指針」では、エリアごとに環境に配慮した行動を実践するための指針として明

らかにしています。 

また、各種施策・事業については、第２次那須塩原市総合計画を基本とし、那須塩原市

生物多様性地域戦略、那須塩原市気候変動対策計画、第２期那須塩原市一般廃棄物処理基

本計画のほか、それぞれの分野別計画に基づき、環境に配慮して推進していきます。 

第４節 市の行動指針

第３部 環境配慮行動指針

第１章 環境配慮行動指針
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総合計画に掲げる土地利用構造に準じ、以下に示す４つのエリア
に区分し、エリアごとに環境に配慮した行動を明らかにします。

エリア 推進内容

市街地エリア
３つの鉄道駅を中心とした用途地域とその周

辺地域を市街地エリアとして位置付け、良好な
市街地の形成と都市機能の誘導を推進します。

フロンティアエリア

２つのインターチェンジを中心とする地域を
フロンティアエリアと位置付け、立地特性を最
大限生かすことができる工業生産、物流機能な
どの新たな都市機能を段階的かつ計画的に誘導
します。

農業・集落エリア
農業生産基盤と集落生活環境の維持向上を図

るとともに、那須野が原開拓の歴史を今に伝え
る景観の保全や集落環境の整備に努めます。

山間・観光エリア
本市西部の山岳部を、山間・観光エリアとし

て位置付け、豊かな自然環境の保全に努めます。

第１節 エリア設定

第１章 地域別環境配慮指針

第４部 地域別環境配慮指針
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市街地エリア フロンティアエリア

◆市民生活や事業活動に起因する苦情に迅速か
つ適切に対応し、安全・安心な市民生活を守
ります。

◆那須塩原市立地適正化計画による効率的で持
続可能な都市づくりや、コンパクトなまちづ
くりと一体となった地域公共交通ネットワー
クを推進し、集約型都市構造への転換を図り
ます。

◆公共下水道や合併処理浄化槽等の計画的な整
備・普及を推進します。

◆計画的な土地利用を推進し、自然との共生を
図ります。

◆無秩序な森林伐採の防止に努めます。
◆那須塩原市土砂条例等に基づく指導等により、

地下水、土壌の汚染を防止します。
◆大規模な建築物や屋外広告物に対する適切な

指導により、自然と調和した景観の維持を図
ります。

◆産業振興と連動した再生可能エネルギーの導
入を検討します。

第２節 エリア別環境配慮指針

第１章 地域別環境配慮指針
第４部 地域別環境配慮指針
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農業・集落エリア 山間・観光エリア

◆関係法令の適切な運用により、豊かな自然環
境の保全に努めます。

◆外来種の防除と在来の生態系の回復に努めま
す。

◆湿原や湧水地等の優れた水辺環境の保全を推
進するとともに、その活用を図ります。

◆温泉の集中管理により、温泉資源の効率的な
利用及び保護を図ります。

◆関係者との連携により、農業生態系の保全・
回復を図ります。

◆農道、水路等の保全活動を実施し、農村環境
の向上を図ります。

◆土地改良事業の実施に当たっては、環境との
調和や生物多様性の保全に努めます。

◆遊休農地の把握と有効活用に努めます。
◆有機農業等の促進、家畜排せつ物等の堆肥化

及び適正な散布・土壌還元等の促進により、
環境に配慮した農業を推進します。

◆農地、平地林、水辺空間等を保全し、自然環
境や良好な景観の維持に努めます。

第２節 エリア別環境配慮指針

第４部 地域別環境配慮指針

第１章 地域別環境配慮指針
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• 第２期那須塩原市環境基本計画改定経過

• 諮問・答申書

• 那須塩原市環境審議会委員名簿

• 那須塩原市環境基本計画市民懇談会委員名簿

• 那須塩原市環境基本条例

• 2050 Sustainable Vision 那須塩原

• 市民アンケート結果

• 事業者アンケート結果

• 中高生アンケート結果

• 用語解説

資料編



第２期那須塩原市環境基本計画改定経過

資料編

※後ほど掲載



諮問・答申書 資料編

※後ほど掲載



那須塩原市環境審議会委員名簿 資料編

※後ほど掲載



那須塩原市環境基本計画市民懇談会委員名簿 資料編

※後ほど掲載



那須塩原市環境基本条例 資料編

※後ほど掲載



2050 Sustainable Vision 那須塩原 資料編
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市民アンケート結果

8%

10%

17%

14%20%

27%

4%

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳

60～69歳 70～79歳 80歳以上

質問１ 

（1）年齢 

 

項目 回答数 

18～29 歳 46 

30～39 歳 60 

40～49 歳 101 

50～59 歳 87 

60～69 歳 125 

70～79 歳 166 

80 歳以上 26 

 

調査対象及び調査数 満 18 歳以上の市民から無作為に抽出した 2,000 人 

調査方法 アンケート調査用紙の郵送 

調査期間 令和 6 年 12 月 19 日～令和 7 年 1 月 8 日 

回答数及び回収率 611 人（うちインターネットによる回答 198 人） 回収率 30.6％ 

 

（2）職業 

 

項目 回答数 

農業、林業、漁業（自営） 21 

商工・サービス業（自営） 33 

会社員 174 

公務員、教職員 28 

自由業 16 

パート・アルバイト 103 

学生 13 

無職 192 

その他 15 

 

資料編



市民アンケート結果 資料編

質問２ 

あなたがお住まいの地域の環境について、どのように感じていますか。 

項目 満足度 重要度 

自然の眺めの美しさ 3.73 3.93 

農地、里山、緑地など身近な緑の豊かさ 3.62 3.83 

野生動植物の種類の豊かさ 3.32 3.41 

地域の歴史や文化のすばらしさ 3.30 3.56 

まち並みの美しさ 3.05 3.81 

河川、湧水、地下水などの水のきれいさ 3.63 4.24 

静けさ（近隣騒音や自動車騒音がない） 3.54 4.18 

地域の香りが快適である（悪臭がない） 3.22 4.21 

有害化学物質からの安全性が高い 3.47 4.28 

ごみの減量化やリサイクルに取り組んでいる 3.49 4.09 

不法投棄対策に取り組んでいる 3.19 4.25 

気候変動対策（適応策）に取り組んでいる 3.21 3.91 

気候変動対策（緩和策）に取り組んでいる 3.12 3.85 

 

自然の眺めの美しさ

農地、里山、緑地など

身近な緑の豊かさ

野生動植物の種類の

豊かさ

地域の歴史や文化の

すばらしさ

まち並みの美しさ

河川、湧水、地下水などの水

のきれいさ

静けさ（近隣騒音や自動車

騒音がない）

地域の香りが快適である

（悪臭がない）

有害化学物質からの

安全性が高い

ごみの減量化やリサイクルに

取り組んでいる

不法投棄対策に取り組んでいる

気候変動対策（適応策）に取り

組んでいる

気候変動対策（緩和策）に

取り組んでいる

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

重
要
度

満足度

 

 

 
高い 

低い 

低い 高い 



質問３ 

環境についてあなたが関心のあるものを 3 つ選んでください。 

項目 回答数 割合 

ごみのポイ捨てや不法投棄 175 29% 

気候変動の影響（気温や海水温の上昇、大雨や猛暑日
の増加、健康リスクの増大、生物種の喪失など） 

142 23% 

開発や伐採による森林の減少 141 23% 

食品ロスの削減 134 22% 

耕作放棄による田んぼの荒廃 127 21% 

ごみの減量やリサイクル、再資源化 123 20% 

河川や水辺などの水環境の保全 116 19% 

畜舎やたい肥など家畜によるにおい 116 19% 

地下水や土壌の汚染 94 15% 

シカやイノシシなど野生鳥獣による農作物などの被害 88 14% 

省エネ家電（LED など）の導入 81 13% 

太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーの利用 62 10% 

車の走行による大気汚染や騒音 52 9% 

プラスチックごみの削減 49 8% 

有害化学物質による環境汚染 48 8% 

工場などからの大気汚染や水質汚濁、騒音、悪臭 47 8% 

希少な野生動植物の保全 45 7% 

環境学習や環境教育の推進 43 7% 

アメリカザリガニやブラックバスなどの外来種の増加 40 7% 

ごみ処理施設や処分場の整備・拡張 39 6% 

電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）などの導入 37 6% 

その他 4 1% 

 

市民アンケート結果 資料編



質問４ 

言葉の意味を知っていますか。 

 

45%

10%

51%

40%

43%

32%

13%

46%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ネイチャーポジティブ

カーボンニュートラル

サーキュラーエコノミー

まったく知らない 聞いたことはあるが意味は知らない 言葉も意味も知っている

質問５ 

あなたは、日常生活で環境に配慮した取組を行っていますか。 
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86%

74%
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19%

18%
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13%

14%

46%
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11%

32%

30%

18%

15%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ごみの分別の徹底や、削減の取組

エコバッグの利用、プラスチックカトラリー（スプーンやス

トロー）の辞退など（プラスチックごみ削減に向けた取組）

日常生活における省エネの実践（節電、エコドライブなど）

リサイクル商品や詰め替え商品など資源循環に配慮した製品

の購入・利用

CO2排出を抑えて製造・輸送・販売された製品の購入・利用

生物多様性の保全に配慮した原料や製法で作った製品の購

入・利用

公共交通機関の積極的な利用など、CO2排出削減の取組

水辺や里山の保全活動、野生動植物の保全活動、外来種駆除

活動などへの参加・協力

自然観察会や環境学習イベントなどへの参加

取り組んでいる 取り組んでいない 今後取り組みたい

市民アンケート結果 資料編



質問６ 

あなたは、那須塩原市の環境を守るために、市民が金銭的負担や労力の提供をすることについて、どのよう

にお考えですか。 

項目 回答数 割合 

環境を保全するためには負担もやむを得ない 221 37% 

金銭的負担はしたくないが労力なら提供した

い 

207 35% 

すべて税金でまかなうべきである 128 23% 

何もしなくてよい 20 3% 

その他 35 2% 

 

質問７ 

あなたは、地球環境問題、気候変動、自然環境、水質・大気汚染、景観、リサイクル、ごみ問題など、環境に

関連する講演会、学習会、シンポジウムなどに参加したことがありますか。 

項目 回答数 

はい 120 

いいえ 484 

 

市民アンケート結果 資料編



質問８ 

あなたは、環境教育や環境学習について、どのように進めていけば良いと思いますか。（必要と思うものすべ

て選択） 

項目 回答数 割合 

子供のうちから環境問題への理解を深めるために、学校教育や学校

行事で取り上げる 
486 80% 

市民に環境問題の知識や関心を高めるために情報発信を強化する 324 53% 

子どものうちから環境問題への関心を招くために、行政等が出前授

業などを行う 
301 49% 

自然の中で、環境の大切さを実感できるようなイベントや講演会な

どを実施する 
222 36% 

市民の環境問題への理解を深めるためのイベントを実施する 205 34% 

事業活動における環境保全への意識を高めるため、事業者向けの普

及啓発を行う 
200 33% 

環境活動を行っている団体などを支援する 168 27% 

市民の環境問題への関心を高めるために、地域において環境に関す

る講座や保全活動などを実施する 
151 25% 

その他 10 2% 
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質問９ 

事業による経済活動が行われる中でも良好な生活環境を維持するために、あなたが企業や事業所に期待する

ことは何ですか。（３つ以内で選択） 

項目 回答数 割合 

大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭などの公害対策に関する取組 396 65% 

廃棄物の適正な処理、リサイクルの推進 331 54% 

商品などの過剰包装の抑制 225 37% 

電気、燃料などの省エネルギー活動 186 30% 

環境にやさしい商品等の開発 185 30% 

再生可能エネルギー（太陽光発電等）などの積極的な利用 117 19% 

ISO14001 など環境への負荷の低減を図る環境マネジメントシステムの活用 76 12% 

低公害車の積極的な導入 61 10% 

その他 2 0% 
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質問１０ 

あなたは那須塩原市の環境について、その理想の将来像をどのようにお考えですか。（３つ以内で選択） 

項目 回答数 割合 

緑が多く、空気のきれいなまち 417 68% 

安全でおいしい水が飲めるまち 320 52% 

風景や景観の美しいまち 233 38% 

河川や水辺など、水がきれいなまち 232 38% 

ごみを減らし、資源の循環に取り組むまち 138 23% 

再生可能エネルギー導入を推進し、脱炭素に取り組むま

ち 

101 17% 

古い歴史と守るべき文化があるまち 94 15% 

騒音のない閑静なまち 85 14% 

野生動植物が多く、豊かな生態系が残るまち 64 10% 

その他 2 0% 

 

質問１１ 

これからも良好な環境を維持していくために、あなたが那須塩原市（行政）に望むことはどのようなことで

すか。（該当するものすべてを選択） 

項目 回答数 割合 

学校や勤務先などでの環境教育・環境学習の推進 381 62% 

開発事業等に対する十分な環境配慮の指導 312 51% 

再生可能エネルギーの積極的な導入 254 41% 

環境保全に関する情報提供の充実 252 41% 

良好な生活環境を維持するための各種調査・測定の充実 247 40% 

環境保全を目的とした市民団体等の活動への支援 235 38% 

美化運動、生態系保全活動など実践活動の指導者・リーダーの養成 169 28% 

その他 8 1% 
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調査対象及び調査数 市内に事業所をおく事業者 200 社を無作為に抽出 

調査方法 アンケート調査用紙の郵送 

調査期間 令和 6 年 12 月 19 日～令和 7 年 1 月 8 日 

回答数及び回収率 76 事業所（うちインターネットによる回答 23 事業所） 回収率 38.0％ 

 

質問１ 

（1）業種 

項目 回答数 

その他サービス業 26 

製造業 15 

建設業 13 

卸売・小売業、飲食店 12 

運輸・通信業 3 

電気・ガス・熱供給・水

道業 

3 

金融・保険業 1 

測量業 1 

林業 1 

 

35%

20%

17%

16%

4%

4%

2% 1% 1%

その他サービス業 製造業

建設業 卸売・小売業、飲食店

運輸・通信業 電気・ガス・熱供給・水道業

金融・保険業 測量業

林業

事業者アンケート結果 資料編



（２）形態 

項目 回答数 

事務所 29 

工場 23 

店舗 18 

その他 5 

 

（３）従業員数 

 項目 回答数 

５人未満 31 

５～９人 12 

１０～１９人 14 

２０～４９人 9 

５０～９９人 3 

１００人以上 6 

事業者アンケート結果 資料編



質問２ 

日常業務の中で環境に配慮した取組を行っていますか。 

項目 

回答数 

取り組んで 

いる 

取り組んで 

いない 

今後 

取り組みたい 

資源物の分別やリサイクルを徹底して行っている 66 2 7 

再生紙の利用や紙の両面使用を行っている 63 7 5 

省エネルギー型の機器や設備（LED 照明など）を導入して

いる 
61 6 8 

省エネルギーのため、冷暖房の設定温度を管理している 56 15 4 

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭の防止などの対

策を行っている 
37 30 7 

廃棄物削減に向けた対策を行っている 35 23 17 

化学物質の排出低減に向け対策を行っている 24 39 10 

環境配慮製品を優先的に購入している 22 25 28 

敷地内や社有地などにおいて、環境保全に向けたサステ

ナブルな取組や活動を行っている 
13 41 20 

従業員に対する環境教育（イベント、ボランティア活動

などを含む）を実施している 
11 42 22 

電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（ＦＣＶ）などを

導入している 
7 52 15 

雨水や一度使った水の再利用を行っている 7 58 9 

太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入している 7 56 12 

蓄電池を導入している 4 60 11 

従業員にエコ通勤（電車、バス、自転車、徒歩など）を

推奨している 
0 66 9 
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質問３ 

環境への貢献のための認証取得や登録状況はいかがですか。 

項目 
回答数 

実施している 実施していない 今後実施したい 

ISO14001 認証取得 8 64 2 

エコアクション 21 認証・登録 0 67 7 

栃木県エコキーパー事業所への登録 0 67 7 

栃木県リサイクル製品認定制度に製品を登録 3 66 5 

環境に配慮した取組を作成、ホームページな

どで公表 
5 52 17 

 

質問４ 

環境に配慮した取組を行うにあたり阻害要因となっていることは何ですか。（2 つ選択） 

項目 回答数 

人材不足 38 

資金不足 33 

情報不足 27 

時間不足 25 

どのような活動をすればよいか分からない 16 

取引先など周囲の理解や協力が得られない 2 
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質問５ 

今後の電力・燃料使用量及び廃棄物発生量の傾向についてご回答ください。 

項目 

回答数 

増加傾向 横ばい 減少傾向 
予測 

できない 

燃料使用量（灯油、重油、ガソリンなど） 15 48 9 2 

電力使用量 11 45 15 4 

廃棄物発生量 3 47 17 7 

 

質問６ 

那須塩原市や他の事業者と連携して環境に貢献するための活動を行う場合、どのようなことが重要だと考え

ますか。（該当するものすべて選択） 

項目 回答数 

広報や SNS、インターネットを利用した環境活動の情報提供や PR 39 

環境啓発イベントの開催 28 

環境に関する知識や技能を事業者が PR できる展示会等の開催 22 

環境に関する講座、講演会、シンポジウムなど学習機会の提供 18 

環境に関する意見交換会の開催 12 

懇談会など気軽に話せる機会の創出 11 
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１ 中学生 

調査対象 市内中学校の２年生（義務教育学校８年生）全員 

調査方法 Google フォームによる回答 

調査期間 令和 6 年 12 月 12 日～令和 6 年 12 月 25 日 

回答数 608 名 

２ 高校生 

調査対象 市内高等学校のうち１クラス（学年不問） 

調査方法 アンケート用紙への記入（対面） 

調査期間 令和 6 年 12 月 5 日～令和 6 年 12 月 25 日 

回答数 144 名 

 
質問１ 

家や学校のまわりの環境について、どのように感じていますか。 

回答 
そう思う そう思わない よくわからない 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 

A．自然が豊かである 614 82% 64 9% 72 10% 

B, 野生の動物や植物の種類や数が多い 402 54% 133 18% 216 29% 

C．いつでも遊べる川、池、林などがある 298 40% 283 38% 168 22% 

D．地域で自然環境会や環境に関するイベン
トが行われている 

213 28% 149 20% 387 52% 

E．素晴らしい歴史や文化がある 415 55% 92 12% 242 32% 

F．空気がきれいである 642 86% 35 5% 74 10% 

G．川や池などの水がきれいである 450 60% 105 14% 194 26% 

H．車や工場の音がうるさくない（騒音がな
い） 

436 58% 176 23% 138 18% 

I．いやなにおいがしない（悪臭がない） 490 65% 142 19% 118 16% 

J．道などにごみがちらかっていない 317 42% 303 40% 130 17% 
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質問２ 

あなたはどのような環境問題に関心がありますか。（３つ選択） 

回答 回答数 構成比 

１．森や林、田んぼなどが少なくなっている 180 24% 

２．アメリカザリガニなど、もともとそこにいなかった生き物
（外来種）が増えている 

180 
24% 

３．シカやイノシシなどによる農作物の被害 117 16% 

４．野生の動物や植物の種類が少なくなっている 172 23% 

５．車や工場の排気ガスによる空気の汚れや騒音、におい 146 19% 

６．畜舎（牛舎、豚舎、鶏舎など）からのにおい 141 19% 

７．ごみのポイ捨てによるまちの汚れ 330 44% 

８．期限切れや食べ残しなどの食品ロス（食品の廃棄） 233 31% 

９．海洋プラスチック問題 220 29% 

１０．気候変動問題（気温や海水温の上昇、大雨や猛暑日の増
加など） 

261 
35% 

１１．太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用 180 24% 
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質問３ 

あなたは、環境を守り、良くしていくために、毎日の生活の中で行っていることはどのようなことですか。 

回答 
している 

これから 
してみたい 

していない わからない 

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 

A．省エネのため、冷房や
暖房を使用するときはドア
や窓をしめている 

652 86.8% 58 7.7% 20 2.7% 19 2.5% 

B．省エネのため、部屋に
いないときは冷房や暖房、
電気、テレビなどを消して
いる 

617 82.2% 62 8.3% 53 7.1% 17 2.3% 

C．水道はこまめに止めて
いる 

622 82.8% 60 8.0% 32 4.3% 37 4.9% 

D．できるかぎりレジ袋は
もらわない（またはエコバ
ックを持参する） 

515 68.6% 117 15.6% 90 12.0% 28 3.7% 

E．ごみは分別して捨てて
いる 

632 84.2% 54 7.2% 12 1.6% 52 6.9% 

F．外出先で自分が出した
ごみは家に持ち帰っている 

622 82.8% 47 6.3% 46 6.1% 34 4.5% 

G．なるべくごみが出ない
よう心がけている 

438 58.3% 196 26.1% 67 8.9% 48 6.4% 

H．自然観察会や環境イベ
ントなどに参加している 

61 8.1% 148 19.7% 496 66.0% 41 5.5% 

I．むやみに野生の動物や
植物を取らないようにして
いる 

610 81.2% 38 5.1% 45 6.0% 56 7.5% 
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質問４ 

あなたは、那須塩原市が将来のどのようなまちになることを望んでいますか。（２つ選択） 

回答 回答数 構成比 

１．自然や生きものが豊かなまち 274 36.5% 

２．空気がきれいなまち 220 29.3% 

３．川や池などの水がきれいなまち 110 14.6% 

４．ごみのないきれいなまち 196 26.1% 

５．ごもを分別し資源を大切にするまち 67 8.9% 

６．景色がきれいなまち 242 32.2% 

７．悪臭や騒音のないまち 75 10.0% 

８．その他 9 1.2% 
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FSC認証

持続可能な森林活用・保全を目的と
して誕生した、「適切な森林管理」
を認証する国際的な制度です。

MSC認証

持続可能な漁業で獲られた水産物で
あることを証明する国際的な認証制
度です。

OECM

Other Effective area-based 
Conservation Measures（その他
の効果的な地域をベースとする手
段）の頭文字をとったもので、国立
公園などの保護地区ではない地域の
うち、生物多様性を効果的にかつ長
期的に保全しうる地域のことをいい
ます。

ア

カーボンニュートラル

温室効果ガスの「排出量」と「吸収
量」の合計をゼロにすることです。

海洋プラスチック問題

捨てられたプラスチックごみなどが、
河川などから海へ流入し、海洋プラ
スチックごみとなります。大量の海
洋プラスチックごみは、海の生態系
に大きな影響を与えます。

外来種

もともとその地域に生息していな
かった生物で、人間の活動によって
他の地域から持ち込まれたものを指
します。

環境基準

大気、水質、土壌、騒音などについ
て、人の健康を保護し、生活環境を
保全する上で維持されることが望ま
しい基準として、環境基本法に基づ
いて定められたものです。

カ

環境保全型農業

農業の持つ物質循環機能を生かし、
生産性との調和等に留意しつつ、土
づくり等を通じて化学肥料、農薬の
使用等による環境負荷の軽減に配慮
した持続的な農業です。 

緩和策

ここでは主に地球温暖化に対する適
応策を示しており、温室効果ガスの
排出量を減らすことを目的としたア
プローチです。

サーキュラーエコノミー

資源を効率的に循環させ、持続可能
な社会をつくるとともに経済的な成
長もめざす経済システムを意味しま
す。

自然共生サイト

生物多様性の保全が図られている区
域で、環境省が認定する制度です。

用語解説 資料編
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シナジー

複数の要素が相互に作用し合うこと
で、単独での効果を超えた相乗効果
を生み出す状態を指します。

小水力

河川や水路に設置した水車などを用
いてタービンを回し発電する装置を
いいます。大規模なダム式の水力発
電とは区別されます。

食品ロス

まだ食べられるのに捨てられてしま
う食品のことを指します。

スマート農業

ロボット技術やICTを活用して超省
力・高品質生産を実現する新たな農
業のことです。

生物多様性

多様な生物が存在していることを指
します。 

ZEH（ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊｳｽ）

年間の一次エネルギー消費量※4の収
支をゼロ以下にすることを目指した
住宅のことです。

ZEB（ﾈｯﾄ・ｾﾞﾛ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾋﾞﾙ）

快適な室内環境を維持しながら、建
物で使う年間の一次エネルギー消費
量を正味（ネット）でゼロにするこ
とを目指した建物のことです。

地域新電力

地域の再エネ電源等を地域に供給す
るとともに、地域課題解決事業など
を実施する事業者のことです。

眺望資源

主要な眺望点から景観資源を眺望す
る景観をいいます。

適応策

ここでは主に地球温暖化に対する適
応策を示しており、高温に強い農作
物の開発や、豪雨に強いまちづくり
などのことです。

トレードオフ

目的を達成するために別の目的を犠
牲にする関係です。

ネイチャーポジティブ

自然を回復軌道に乗せるため、生物
多様性の損失を止め、反転させるこ
とを指します。

バイオガス

生物の排泄物、有機質肥料、生分解
性物質、エネルギー作物などの発
酵・嫌気性消化により発生するガス
のことをひろく意味しています。

タ

用語解説 資料編

ネ

ハ

※4 一次エネルギー消費量…
冷暖房、換気、給湯、照明など建築物で
使われている設備機器の消費エネルギー
を熱量に換算した値



マテリアルリサイクル

使用済み製品や材料を、元の素材に
戻して再利用するリサイクルの方法
です。

立地適正化計画

人口減少や高齢化が進む中で、都市
の持続可能性を高めるために、居住
機能や都市機能（医療、福祉、商業
など）を特定のエリアに誘導し、公
共交通で結ぶことで、効率的で魅力
的な都市構造を目指す計画です。

マ

ラ

用語解説 資料編
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第２期環境基本計画における指標項目の達成状況　【資料４】 …R9目標未設定

環境項目 基本施策 指標 単位
（目指す）
方向性

備考

１　自然環境の保全 （１）野生動植物の保護 生息地等保全協定区数 15 25 箇所 増加 15 15 17 18 18 19 19 19

１　自然環境の保全 （２）森林の保全及び林産物の利用促進 森林面積 38,424 38,000 ha 維持 38,382 38,345 38,188 38,131 38,113 38,074 38,053 38,039

１　自然環境の保全 （２）森林の保全及び林産物の利用促進 保安林指定面積（民有林） 4,413 4,413 ha 維持 4,415 4,415 4,415 4,414 4,414 4,414 4,415 4,415

１　自然環境の保全 （３）水辺環境の保全及び利用促進　　　　 水辺のレクリエーション施設面積 32.1 32.1 ha 維持 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1

１　自然環境の保全 （３）水辺環境の保全及び利用促進　　　　 水辺の環境調査・観察会等 4 8 回/年 増加 4 3 2 0 3 3 3 3

１　自然環境の保全 （４）農地の有効利用による自然環境の保全 農振農用地面積 8,581 8,522 ha 維持 8,573 8,569 8,550 8,549 8,547 8,541 8,538 8,564

１　自然環境の保全 （４）農地の有効利用による自然環境の保全 遊休農地面積 34.6 2.0 ha 減少 26.2 35.7 25.8 29.4 32.2 29.7 30.1 35.4

１　自然環境の保全 （４）農地の有効利用による自然環境の保全 塩原堆肥センター処理量 9,890 16,258 t/年 増加 11,121 14,061 11,611 10,651 10,599 9,879 7,103 7,054

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　 一般大気環境基準超過日数 0 0 回/年 維持 0 0 0 0 0 0 0 0

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
光化学スモッグ注意報発令数
【県北東部】

0 0 回/年 維持 0 0 0 0 0 0 0 0

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
光化学スモッグによる健康被害者数
【県北東部】

0 0 人/年 維持 0 0 0 0 0 0 0 0

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
環境基準（ＢＯＤ）達成数
【那珂川４か所】

93.8 100 ％ 増加 100 97.9 100 100 100 94 75 100

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
環境基準（ＢＯＤ）達成数
【箒川２か所】

91.7 100 ％ 増加 100 100 100 100 100 100 79 100

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　 異常水質発生件数 1 0 件/年 減少 0 3 4 2 4 0 1 1

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
騒音（昼間）に係る環境基準達成率
【道路に面する地域、市内７か所】

100 100 ％ 維持 100 100 85.7 85.8 71.4 85.7 85.7 83.3

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
騒音（夜間）に係る環境基準達成率
【道路に面する地域、市内７か所】

71.4 100 ％ 増加 71.4 71.4 71.4 71.5 71.5 71.5 71.5 66.7

２　生活環境の保全 （１）公害の防止　
下水道の効果測定１４か所の環境基準（ＢＯＤ）
達成率

100 100 ％ 維持 100 87.5 96 89 86 88 89 93

２　生活環境の保全 （２）放射能対策

２　生活環境の保全 （３）安全・安心な市民生活の実現 苦情件数【都市型・生活型公害】 72 70 件/年 減少 127 67 76 120 69 49 15 12

２　生活環境の保全 （３）安全・安心な市民生活の実現 苦情件数【産業型公害】 22 20 件/年 減少 22 13 16 14 12 16 7 10

２　生活環境の保全 （３）安全・安心な市民生活の実現
新規産廃施設設置件数
※施設の拡張含む

2 0 件/年 減少 2 0 0 0 0 1 0 0

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 用途地域内人口割合 47.20 48.50 ％ 増加 45.87 45.86 45.88 45.89 45.71 45.94 45.94 45.96

基準値
（H27）

目標値
（R9）

実績値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

指標なし



第２期環境基本計画における指標項目の達成状況　【資料４】 …R9目標未設定

環境項目 基本施策 指標 単位
（目指す）
方向性

備考
基準値
（H27）

目標値
（R9）

実績値

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 都市公園面積 105 105 ha 維持 105 106 106 106 106 106 106 106

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 道路改良率 78.30 82.00 ％ 増加 78.86 79.43 79.75 80.38 79.10 79.20 79.40 79.40

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 上・中塩原温泉事業給湯件数 181 181 件 維持 167 165 156 157 156 153 154 154

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 地域バスの利用者数 148,248 270,000 人 増加 152,649 159,313 175,273 124,358 131,162 145,469 169,548 179,406

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 公共下水道の普及率 54.80 65.00 ％ 増加 55.20 55.40 55.80 56.69 57.31 57.95 58.95 59.66

３　快適環境の保全 （１）安全・安心な生活基盤・都市基盤の整備 合併処理浄化槽の普及率 16.90 21.00 ％ 増加 17.90 18.30 18.54 18.97 19.52 19.98 20.53 21.02

３　快適環境の保全 （２）景観の保全　　　　
景観計画区域内における建築行為等届出適合
率

100 100 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100

４　地球環境の保全 （１）地球環境保全の推進　　　　
市域から排出される温室効果ガス総排出量
※基準年度：H25

1,062 906 千t-CO 減少 955 926 901 784 908 899 937 853

４　地球環境の保全 （１）地球環境保全の推進　　　　
市が行う業務により排出される温室効果ガス排
出量
※基準年度：H25

7,579 5,305 t-CO 減少 6,296 6,232 5,663 4,685 5,684 27,505 23,799 20,815

４　地球環境の保全 （１）地球環境保全の推進　　　　 環境マネジメントシステム構築事業所数 55 80 事業所 増加 67 64 67 67 66 69 71 64

４　地球環境の保全 （２）再生可能エネルギーの利用促進　　　　 市域における再生可能エネルギー発電容量 110,894 128,080 kW 増加 172,982 183,934 190,229 209,809 213,079 217,190 360,937 387,614

４　地球環境の保全 （２）再生可能エネルギーの利用促進　　　　 太陽光発電設備を設置した市の施設数 12 15 施設 増加 12 12 13 14 14 15 19 20

４　地球環境の保全 （３）省エネルギーの推進　　　　 長期優良住宅申請件数 702 1,500 件 増加 892 973 1,028 1,129 1,231 1,342 1,485 1,686

４　地球環境の保全 （３）省エネルギーの推進　　　　 家庭向け省エネ診断の受診世帯数 17 50 世帯 増加 22 22 23 24 24 24 21 21

５　循環型社会の構築 （１）廃棄物の発生抑制と適正処理　　　　
生活系廃棄物の排出量
※資源物を除く。

22,847 22,245 t/年 減少 27,464 23,091 22,828 23,844 23,367 23,061 22,245 21,779

５　循環型社会の構築 （１）廃棄物の発生抑制と適正処理　　　　
事業系廃棄物の排出量
※資源物を除く。

15,416 13,891 t/年 減少 15,519 14,684 14,154 12,785 12,859 14,013 12,563 12,492

５　循環型社会の構築 （１）廃棄物の発生抑制と適正処理　　　　 一般廃棄物の最終処分量 4,546 4,464 t/年 減少 4,420 4,123 4,055 4,119 5,265 4,880 4,464 4,881

５　循環型社会の構築 （１）廃棄物の発生抑制と適正処理　　　　 不法投棄などに関する苦情・相談処理件数 223 170 件/年 減少 218 116 135 119 130 184 138 89

６　環境保全活動と環
境学習の推進

（１）環境保全活動と環境学習の推進　　　　 那須塩原クリーンセンター施設見学会 17 21 回/年 増加 18 23 21 8 17 22 26 20

６　環境保全活動と環
境学習の推進

（１）環境保全活動と環境学習の推進　　　　 環境企画展等イベントへの参加者数 1,465 2,500 人/年 増加 2,754 2,833 2,497 0 0 335 376 414
環境戦略部主催
のもののみ計上

６　環境保全活動と環
境学習の推進

（１）環境保全活動と環境学習の推進　　　　 こどもエコクラブ会員団体数 4 15 団体 増加 2 3 3 2 1 1 1 1

７　広域連携の推進 （１）広域的な取組の推進　　　　 指標なし

維持

2

2



【資料５】

〇令和6年度の概要報告 （令和7年3月31日現在）

１　特定事業所数

【用語解説】

特定事業場

特定施設

県条例

【市全体】 （単位：事業場）

平成27年度
(基準年)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 適用法令

水質 695 738 753 757 762 770 771 水質汚濁防止法、県条例

大気 128 152 165 168 170 176 176 大気汚染防止法、県条例

騒音 340 369 372 372 374 374 377 騒音規制法、県条例

振動 168 235 236 236 236 235 237 振動規制法、県条例

悪臭 31 33 33 33 33 35 36 県条例

合計 1,362 1,527 1,559 1,566 1,575 1,590 1,597

実事業場数 995 1,006 1,015 1,022 1,029 1,044 1,051

【黒磯地区】 （単位：事業場）

平成27年度
(基準年)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 適用法令

水質 326 355 359 362 366 370 372 水質汚濁防止法、県条例

大気 47 63 73 76 78 83 81 大気汚染防止法、県条例

騒音 187 187 189 189 191 190 193 騒音規制法、県条例

振動 86 127 128 128 128 127 129 振動規制法、県条例

悪臭 13 13 13 13 13 14 14 県条例

黒磯地区 計 659 745 762 768 776 784 789

実事業場数 438 443 448 454 460 469 474

【西那須野地区】 （単位：事業場）

平成27年度
(基準年)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 適用法令

水質 213 221 230 231 231 232 230 水質汚濁防止法、県条例

大気 38 42 43 43 43 44 46 大気汚染防止法、県条例

騒音 114 141 142 142 142 143 142 騒音規制法、県条例

振動 69 92 92 92 92 92 91 振動規制法、県条例

悪臭 10 11 11 11 11 12 12 県条例

西那須野地区 計 444 507 518 519 519 523 521

実事業場数 378 380 381 382 382 385 383

市の環境保全の取組状況

特定施設を設置する工場又は事業場

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しくばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動、又は悪臭を発生し、排出し、又は飛散させるため、これら排出等
されるばい煙等を公害関係法令等により規制対象とする施設

栃木県生活環境の保全等に関する条例



【塩原地区】 （単位：事業場）

平成27年度
(基準年)

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 適用法令

水質 156 162 164 164 165 168 169 水質汚濁防止法、県条例

大気 43 47 49 49 49 49 49 大気汚染防止法、県条例

騒音 39 41 41 41 41 41 42 騒音規制法、県条例

振動 13 16 16 16 16 16 17 振動規制法、県条例

悪臭 8 9 9 9 9 9 10 県条例

塩原地区 計 259 275 279 279 280 283 287

実事業場数 179 183 186 186 187 190 194



２　公害苦情取扱件数

【市全体】 （単位：件）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1 2 1 6 0 0 1

43 24 22 12 6 2 0

うち屋外燃焼行為 38 22 19 10 5 0 0

うち事業系 5 2 3 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 6 7 22 14 8 6

うち事業系 8 2 5 14 6 3 6

0 1 1 1 0 1 0

11 3 16 9 17 6 15

うち事業系 8 0 4 2 6 4 9

100 95 89 31 28 4 3

うち不法投棄 31 30 24 31 28 3 2

163 131 136 81 65 21 25

【黒磯地区】 （単位：件）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 0 1 3 0 0 0

15 18 3 2 1 2 0

うち屋外燃焼行為 10 17 0 0 0 0 0

うち事業系 5 1 3 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 2 5 17 7 6 3

うち事業系 3 1 4 10 3 2 3

0 1 1 0 0 0 0

7 1 3 9 7 1 8

うち事業系 4 0 3 2 3 0 3

11 2 1 0 0 1 0

うち不法投棄 9 2 0 0 0 0 0

36 24 14 31 15 10 11

【西那須野地区】 （単位：件）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0 1 0 1 0 0 0

24 6 17 10 4 0 0

うち屋外燃焼行為 24 5 17 10 4 0 0

うち事業系 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 3 1 4 7 2 1

うち事業系 5 1 0 3 3 1 1

0 0 0 1 0 1 0

4 0 12 0 10 5 4

うち事業系 4 0 1 0 3 4 3

46 80 12 26 25 0 1

うち不法投棄 4 24 12 26 25 0 0

79 90 42 42 46 8 6

その他

西那須野地区 計

騒音

振動

悪臭

水質汚濁

大気汚染

地盤沈下

土壌汚染

騒音

振動

悪臭

その他

黒磯地区 計

水質汚濁

大気汚染

地盤沈下

土壌汚染

騒音

振動

悪臭

その他

合計

水質汚濁

大気汚染

地盤沈下

土壌汚染



【塩原地区】 （単位：件）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

1 1 0 2 0 0 1

4 0 2 0 1 0 0

うち屋外燃焼行為 4 0 2 0 1 0 0

うち事業系 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 2

うち事業系 0 0 1 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0

0 2 1 0 0 0 3

うち事業系 0 0 0 0 0 0 3

43 13 76 5 3 3 2

うち不法投棄 18 4 12 5 3 3 2

48 17 80 8 4 3 8

悪臭

その他

塩原地区 計

水質汚濁

大気汚染

地盤沈下

土壌汚染

騒音

振動



３　公害防止協定件数 （単位：件）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

黒磯地区 13 13 13 13 13 13 13

西那須野地区 28 30 29 30 30 30 29

塩原地区 14 14 14 14 14 14 11

合計 55 57 56 57 57 57 53

４　那須塩原クリーンセンターごみ受入れ量 （単位：トン）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

可燃物 36,492 35,283 36,378 35,774 35,210 30,785 32,581

不燃物 752 700 830 788 725 665 638

粗大ごみ 1,018 999 1,165 1,094 1,139 1,004 1,053

紙類 3,219 1,602 1,815 1,692 1,559 1,326 1,252

びん 1,344 1,090 1,065 1,017 1,038 1,000 935

缶 343 332 358 351 349 312 311

ペットボトル 282 293 320 331 343 351 369

小型家電 169 225 284 260 248 230 221

その他の資源 28 59 17 17 21 15 14

合計 43,647 40,583 42,232 41,324 40,632 35,688 37,374

５　管理型一般廃棄物最終処分場への廃棄物搬入量

（単位：トン）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

焼却灰 3,313 3,083 3,103 4,225 3,885 3,532 3,704

残渣 1,233 972 1,016 1,040 995 932 880

重量年計 4,546 4,055 4,119 5,265 4,880 4,464 4,584

【那須塩原市一般廃棄物管理型最終処分場】



６　産業廃棄物処理施設数（稼働中）

【市全体】 （単位：箇所）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

最終処分場 7 8 8 8 7 7 7

中間処理施設 27 28 28 28 28 28 28

合計 34 36 36 36 0 35 35

【黒磯地区】 （単位：箇所）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

最終処分場 7 8 8 8 7 7 7

中間処理施設 14 14 14 14 14 14 14

黒磯地区 計 21 22 22 22 21 21 21

【西那須野地区】 （単位：箇所）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

最終処分場 0 0 0 0 0 0 0

中間処理施設 8 8 8 8 8 8 8

西那須野地区 計 8 8 8 8 8 8 8

【塩原地区】 （単位：箇所）

平成27年度
（基準年）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

最終処分場 0 0 0 0 0 0 0

中間処理施設 5 6 6 6 6 6 6

塩原地区 計 5 6 6 6 6 6 6



‭７　水質関係‬

‭（１）公害防止協定等水質調査（ネイチャーポジティブ課)‬

‭【黒磯地区】‬

‭公害防止協定及び覚書に基づき、市の立会いの下に事業主が事業場の排水又は付近住民の井戸水の‬

‭水質を調査するものである。‬

‭◎㈱ＢＳ那須工場排水調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年２回（４、１０月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭北側工場排水‬

‭　▽分析項目‬ ‭７項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎㈱ＢＳ栃木工場排水調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年２回（５、１１月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工場排水‬

‭　▽分析項目‬ ‭５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎那須高原ハム㈱工場排水調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年４回（５、８、１１、２月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工場排水‬

‭　▽分析項目‬ ‭６項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎那須高原牧場㈱第３牧場付近井戸水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年３回（５、９、１月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭１０井戸‬

‭　▽分析項目‬ ‭１０項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎那須グリコ乳業㈱工場排水調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年４回（６、９、１２、３月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工場排水‬

‭　▽分析項目‬ ‭７項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎クニミネ工業㈱黒磯研究所付近井戸水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１回（４月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭２井戸‬

‭　▽分析項目‬ ‭１０項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎那須ハイランドゴルフ㈱排水水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年４回５、７、１０、１２月（板室既設水道水源のみは年３回（５、７、１０月））‬

‭　▽調査対象‬ ‭Ａ調整池、Ｂ調整池、Ｃ調整池、河川合流後（沢名川）、板室既設水道水源‬

‭　▽分析項目‬ ‭１３項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭【西那須野地区】‬

‭公害防止協定及び覚書に基づき、市及び大田原市の立会いの下に事業主が事業場の排水の水質を調‬

‭査するものである。‬



‭◎工業団地排水水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１２回（実施月は下記参照）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工業団地総合水質検査池（４、５、７、８、１０、１１、１、２月）‬

‭蕪中川最終排水口（６、９、１２、３月）‬

‭　▽分析項目‬ ‭１５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎工業団地雨水排水水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年２回（８、２月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工業団地蛇尾川雨水排水口‬

‭　▽分析項目‬ ‭１０項目‬

‭　▽調査結果　 各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭◎工業団地内事業所工業排水水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１２回（毎月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭２３事業場（毎月）‬

‭　▽分析項目‬ ‭４項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭１０月に２事業所でＢＯＤが基準値を超過した。‬

‭公害防止協定及び覚書に基づき、事業主が事業場の排水の水質を調査し、報告を受けているもので‬

‭ある。‬

‭◎カゴメ㈱工場排水調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１２回（毎月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工場排水‬

‭　▽分析項目‬ ‭５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭【塩原地区】‬

‭公害防止協定及び覚書に基づき、市及び大田原市の立会いの下に事業主が事業場の排水の水質を調‬

‭査するものである。‬

‭◎セイコーＮＰＣ㈱工場排水調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年４回（５、８、１１、２月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭工場排水‬

‭　▽分析項目‬ ‭５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭（２）事業場等水質調査（ネイチャーポジティブ課)‬

‭【西那須野地区】‬

‭井口地内のアサヒ団地の排水を調査し、排水先の農業用水路の管理者である東部土地改良区に報告‬

‭するものである。‬

‭◎アサヒ団地排水水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年２回（１０、２月）‬

‭　▽調査対象‬ ‭団地排水口‬

‭　▽分析項目‬ ‭７項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭１０月の調査において、大腸菌数の項目が基準値を超過した。それ以外は各項目とも‬

‭基準を満たしていた。‬



‭（３）河川等水質調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭【黒磯地区】‬

‭那珂川の河川水質を定期的に調査するものである。‬

‭◎那珂川水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１２回（毎月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭４地点（那珂川橋、りんどう大橋、晩翠橋、昭明橋）‬

‭　▽分析項目‬ ‭５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭・ｐＨの基準達成率は、１００％（前年度９６％）で、ほぼ中性を保っている。‬

‭・ＳＳの基準達成率は、１００％（前年度９８％）で、水中の浮遊物質は少ない。‬

‭・ＢＯＤの基準達成率は、１００％（前年度７１％）で、水中の有機物の量は少な‬

‭い。‬

‭・大腸菌数の基準達成率は、７９％（前年度８５％）で、水中の大腸菌の量は概ね少‬

‭ない。‬

‭【塩原地区】‬

‭箒川の河川水質を定期的に調査するものである。‬

‭◎箒川水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１２回（毎月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭４地点（塚原橋、八汐橋、関谷地内、宇都野橋）‬

‭　▽分析項目‬ ‭５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭・ｐＨの基準達成率は、９０％（前年度８３％）で、ほぼ中性を保っている。‬

‭・ＳＳの基準達成率は、１００％（前年度１００％）で、水中の浮遊物質は少ない。‬

‭・ＢＯＤの基準達成率は、１００％（前年度７９％）で、水中の有機物の量は少な‬

‭い。‬

‭・大腸菌数の基準達成率は、７９％（前年度７５％）で、水中の大腸菌の量は概ね少‬

‭ない。‬

‭【黒磯・塩原地区】‬

‭那珂川及び箒川へ流入する河川水質を定期的に調査するものである。‬

‭◎那珂川箒川流入河川水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１回（１０月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭１３地点（木ノ俣川、板室湯川、沢名川、上黒尾川、下黒尾川、高雄股川、那須湯‬

‭川、高野川、高野川合流後、シラン沢川、追沢川、鹿股川、滝沢）‬

‭　▽分析項目‬ ‭５項目‬

‭　▽調査結果‬ ‭全地点においてＢＯＤの基準を達成した。‬



‭（４）水生生物による水質調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭河川に生息する生物の汚濁性から生態学の原則を応用し、那珂川及び箒川の水質状況を調査するも‬

‭のである。‬

‭【黒磯・塩原地区】‬

‭◎那珂川水生生物調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年２回（７月、１月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭４地点（幾世橋、昭明橋、要害吊橋、宇都野橋）‬

‭　▽評価方法‬ ‭３種類（‬‭Beck-Tsuda(α法)‬‭、ＺＭ法、優占種法）‬

‭　▽調査結果　‬
‭Beck-Tsuda(α法)‬ ‭ＺＭ法‬ ‭優占種法‬ ‭総合評価‬

‭幾世橋‬ ‭（７月）‬ ‭βｍｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭　〃　‬ ‭（１月）‬ ‭αｍｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭昭明橋　‬‭（７月）‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭　〃　‬ ‭（１月）‬ ‭βｍｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭要害吊橋‬‭（７月）‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭　〃　‬ ‭（１月）‬ ‭αｍｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭宇都野橋‬‭（７月）‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭　〃‬ ‭（１月）‬ ‭βｍｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬ ‭ｏｓ‬

‭※凡例‬

‭ｏｓ　…きれい（貧腐水性）　　　　　　　αｍｓ…かなり汚れている（α中腐水性）‬

‭βｍｓ…少し汚れている（β中腐水性）　　ｐｓ　…極めて汚れている（強腐水性）‬

‭（５）地下水水質調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭「那須塩原市地下水調査実施要領」に基づき、市内の地下水水質の汚濁状況を調査するものであ‬

‭る。‬

‭◎地下水水質調査‬

‭　▽調査回数‬ ‭年２回（７月、２月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭１８地点（１８井戸）‬

‭　▽分析項目‬ ‭１７項目（「那須塩原市地下水調査実施要領」に基づく）‬

‭　▽調査結果‬ ‭・環境基準（環境省）‬

‭各項目とも基準を満たしており、水質の異常は認められなかった。‬

‭・水道水基準（厚生労働省）‬

‭７月の調査において、一般細菌の項目が３地点で基準を超過した。‬

‭また、２月の調査では、一般細菌の項目が１地点で基準を超過した。‬

‭８．大気関係（光化学スモッグ対策）（ネイチャーポジティブ課）‬

‭「栃木県光化学スモッグ対策要綱」及び「那須塩原市光化学スモッグ対策要綱」に基づき、県と連‬

‭携しながら光化学スモッグに関する対策に努めている。‬

‭　▽発令基準‬ ‭オキシダント濃度が０．１２ppm以上になった場合、県から注意報が発令される。‬

‭　▽予報期間‬ ‭４月１日～９月３０日（１８３日間）‬

‭　▽予報回数‬ ‭基本的には１日１回、午前１０時３０分頃に当日予報が発表される。状況によっては‬

‭FAXなどにより複数回連絡がある場合もある。‬

‭　▽発令状況‬ ‭県内における注意報の発令日数は０日であった。‬



‭９．騒音及び振動関係‬

‭（１）環境騒音調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１回（１０月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭１０地点‬

‭　▽調査方法‬ ‭２４時間測定（３０分毎に１０分間）‬

‭　▽調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｄＢ）‬

‭昼間‬

‭（6：00～22：00‬

‭）‬

‭夜間‬

‭（22：00～6：00‬

‭）‬
‭備　　　考‬

‭測定‬

‭値‬

‭基準‬

‭値‬

‭基準‬

‭適合‬

‭測定‬

‭値‬

‭基準‬

‭値‬

‭基準‬

‭適合‬

‭道路に面‬

‭しない地‬

‭域‬

‭清住町‬ ‭44‬ ‭55‬ ‭○‬ ‭36‬ ‭45‬ ‭○‬ ‭第１種中高層住居専用地域‬

‭弥生町Ⅰ‬ ‭47‬ ‭55‬ ‭○‬ ‭39‬ ‭45‬ ‭○‬ ‭第１種住居地域‬

‭弥生町Ⅱ‬ ‭44‬ ‭60‬ ‭○‬ ‭41‬ ‭50‬ ‭○‬ ‭近隣商業地域‬

‭道路に面‬

‭する地域‬

‭塩原‬ ‭61‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭56‬ ‭65‬ ‭○‬
‭商業地域‬

‭国道４００号　２車線‬

‭上赤田‬ ‭66‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭58‬ ‭65‬ ‭○‬
‭準工業地域‬

‭国道４００号　４車線‬

‭西富山‬ ‭74‬ ‭70‬ ‭×‬ ‭74‬ ‭65‬ ‭×‬
‭準工業地域‬

‭国道４号　２車線‬

‭黒磯幸町‬ ‭62‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭62‬ ‭65‬ ‭○‬
‭商業地域‬

‭県道３０３号　２車線‬

‭大原間‬ ‭68‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭68‬ ‭65‬ ‭×‬
‭準工業地域‬

‭国道４号　２車線‬

‭太夫塚‬ ‭63‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭63‬ ‭65‬ ‭○‬
‭用途地域外‬

‭国道４００号　４車線‬

‭（２）新幹線騒音調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１回（１１月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭２地点‬

‭　▽調査方法‬ ‭鉄道敷から２５ｍの地点において、上下１０本ずつ計２０本に関して測定‬

‭　▽測定結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｄＢ）‬

‭測定値‬ ‭基準値‬ ‭基準適合‬ ‭備　　　　考‬

‭下厚崎‬ ‭78‬ ‭70‬ ‭×‬ ‭用途地域外‬

‭太夫塚‬ ‭77‬ ‭70‬ ‭×‬ ‭第１種住居地域‬



‭（３）道路振動調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭　▽調査回数‬ ‭年１回（１０月）‬

‭　▽調査地点‬ ‭１０地点‬

‭　▽調査方法‬ ‭２４時間測定（３０分毎に１０分間）‬

‭　▽調査結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｄＢ）‬

‭昼間‬

‭（8:00～20:00）‬

‭夜間‬

‭（20:00～8:00）‬

‭備　　　考‬
‭測定‬

‭値‬

‭基準‬

‭値‬

‭基準‬

‭適合‬

‭測定‬

‭値‬

‭基準‬

‭値‬

‭基準‬

‭適合‬

‭清住町‬ ‭＜25‬ ‭65‬ ‭○‬ ‭＜25‬ ‭60‬ ‭○‬ ‭第１種中高層住居専用地域‬

‭弥生町Ⅰ‬ ‭＜25‬ ‭65‬ ‭○‬ ‭＜25‬ ‭60‬ ‭○‬ ‭第１種住居地域‬

‭弥生町Ⅱ‬ ‭＜25‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭＜25‬ ‭65‬ ‭○‬ ‭近隣商業地域‬

‭塩原‬ ‭＜25‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭＜25‬ ‭65‬ ‭○‬
‭商業地域‬

‭国道４００号　２車線‬

‭上赤田‬ ‭30‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭＜25‬ ‭65‬ ‭○‬
‭準工業地域‬

‭国道４００号　４車線‬

‭西富山‬ ‭45‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭41‬ ‭65‬ ‭○‬
‭準工業地域‬

‭国道４号　２車線‬

‭黒磯幸町‬ ‭＜25‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭＜25‬ ‭65‬ ‭○‬
‭商業地域‬

‭県道３０３号　２車線‬

‭大原間‬ ‭47‬ ‭70‬ ‭○‬ ‭44‬ ‭65‬ ‭○‬
‭準工業地域‬

‭国道４号　２車線‬

‭太夫塚‬ ‭39‬ ‭－‬ ‭－‬ ‭28‬ ‭－‬ ‭－‬
‭用途地域外‬

‭国道４００号　４車線‬



‭１０．自然保護対策事業、環境学習事業、環境美化事業‬

‭（１）動植物実態調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭▽実施期間　　４月～３月‬

‭▽内　　容　　市の希少野生動植物種の保護対策の基礎資料を収集することを目的として、那‬

‭須塩原市動植物調査研究会委員による、市内に生息・生育する野生動植物の実‬

‭態調査を継続して実施している。‬

‭▽委　　員　　２４名（研究会委員（専門家）に委嘱）‬

‭（２）水生生物による那珂川水質調査（ネイチャーポジティブ課）‬

‭　　　▽実施期日　　６月２７日（木）‬

‭　　　▽場　　所　　幾世橋付近、晩翠橋付近、昭明橋付近、計３箇所‬

‭　　　▽参加者数　　１０名‬

‭▽講　　師　　㈱那須環境技術センター職員‬

‭　　　▽内　　容　　水生生物を指標とした那珂川の水質調査を実施。‬

‭　　　‬

‭（３）ホタル観察会（ネイチャーポジティブ課）‬

‭　　　▽実施期日　　６月１４日（金）‬

‭　　　▽場　　所　　二区町公民館及び二区町ほたるの里‬

‭　　　▽参加者数　　２１名‬

‭　　　▽講　　師　　ほたる水路保存会代表‬

‭　　　▽内　　容　　講師によるホタルの生態についての説明及びビデオ鑑賞の後、現地にてホタル‬

‭を観察。‬

‭（４）沼ッ原湿原植物観察会（ネイチャーポジティブ課）‬

‭▽実施期日　　７月７日（日）‬

‭▽観察場所　　沼ッ原湿原‬

‭▽参加者数　　２２名‬

‭▽講　　師　　那須塩原環境ボランティアの会会員（３名）‬

‭▽内　　容　　初夏の沼ッ原湿原の動植物について、講師の説明を受けながら現地で観察会を‬

‭実施。‬

‭（５）なすしおばらサステナブル展（ネイチャーポジティブ課）‬

‭　　【出展した課・施設】‬

‭ネイチャーポジティブ課・サーキュラーエコノミー課・カーボンニュートラル課‬

‭　▽実施期日　　令和７年２月１６日（日）‬

‭　▽場　　所　　まちなか交流センター‬

‭　▽参加者数　　３０４名‬

‭　▽内　　容　　身近な消費生活の問題や環境問題に関する情報を、パネル展示や体験コー　　‬

‭　ナー、講演会等によって市民に周知し、消費者問題・環境問題に対する市民の‬

‭　意識啓発を図ることを目的としている。また、企業や市民団体等の環境問題に‬

‭　対する取組についての情報提供を行うことで、市民一人一人の環境問題に対す‬

‭　る意識の向上を図る。‬

‭（６）那須塩原クリーンセンター見学（サーキュラーエコノミー課）‬

‭▽実施期間‬ ‭４月１日～３月３１日（土日祝日は除く）‬

‭▽場　　所‬ ‭那須塩原クリーンセンター‬

‭▽テ ー マ‬ ‭ごみについて考える‬

‭▽見学者数‬ ‭１，０６９名‬

‭▽内　　容‬ ‭那須塩原クリーンセンターの施設内見学‬



‭（７）那須塩原クリーンセンタークワガタ放虫会（サーキュラーエコノミー課）‬

‭▽実施期日‬ ‭７月２日（火）‬

‭▽場　　所‬ ‭那須塩原クリーンセンター‬

‭▽参加者数‬ ‭３０名‬

‭▽内　　容‬ ‭那須塩原クリーンセンターで発電した電気を利用して、飼育室を定温で管理　‬

‭　し、クワガタの幼虫を通常より早く羽化させ、成虫にしたクワガタを施設周‬

‭辺の林に放虫‬

‭（８）市民一斉清掃（サーキュラーエコノミー課）‬

‭　　▽実施期日　　春：５月２６日（日）、秋：１１月１０日（日）‬

‭　　▽清掃場所　　那須塩原市内‬

‭　　▽参加者数　　春：１８，８７３名、秋：１４，３１１名‬

‭　　▽収 集 量　　春：可燃ごみ １０．４ｔ、不燃ごみ ２．７ｔ（びん、缶を含む）‬

‭　　　　　　　　　秋：可燃ごみ 　８．２ｔ、不燃ごみ ２．３ｔ（びん、缶を含む）‬

‭（９）企画展「メッセージ－絶滅危惧種と外来種の現在－」（那須野が原博物館）‬

‭▽実施期日‬ ‭７月１３日（土）～１１月３日（日・祝）‬

‭▽場　　所‬ ‭那須野が原博物館‬

‭▽参加者数‬ ‭８，３２１名‬

‭▽内　　容‬ ‭「絶滅危惧種」と「外来種」に注目し、それぞれが直面している現状と問題に‬

‭ついて紹介した。標本と生体を組み合わせて展示するとともに、折り紙のザリ‬

‭ガニをつくるコーナーも設けた。メッセージコーナーには、来館者から寄せら‬

‭れた約2,000通のふせんを掲示した。また、関連行事として記念講演会とワーク‬

‭ショップを開催した。‬

‭（10）化石発掘隊２０２４（那須野が原博物館）‬

‭▽実施期日‬ ‭５月４日（土）・１０月２７日（日）‬

‭▽場　　所‬ ‭那須塩原市金沢・那須野が原博物館・ハロープラザ‬

‭▽参加者数‬ ‭５８名‬

‭▽内　　容‬ ‭化石の発掘とクリーニング、地層・化石の講話を行った。‬

‭（11）親子昆虫教室（那須野が原博物館）‬

‭▽実施期日‬ ‭７月２０日（土）・２１日（日）‬

‭▽場　　所‬ ‭那須塩原市鴫内・那須野が原博物館‬

‭▽参加者数‬ ‭２９名‬

‭▽内　　容‬ ‭昆虫の採集と標本作成、昆虫の講話を行った。‬

‭（12）カエル観察会（那須野が原博物館）‬

‭　　▽実施期日‬ ‭５月１８日（土）‬

‭▽場　　所‬ ‭那須野が原博物館‬

‭　　▽参加者数‬ ‭１２名　　‬

‭　　▽内　　容‬ ‭参加者に網を使って採集してもらい、捕獲したカエルの説明を行った。‬

‭（13）きのこ観察会（那須野が原博物館）‬

‭　　▽実施期日‬ ‭１０月５日（土）‬

‭▽場　　所‬ ‭塩原温泉ビジターセンター‬

‭　　▽参加者数‬ ‭２６名　　‬

‭　　▽内　　容‬ ‭栃木県立博物館の移動講座として実施。森の中を歩きながら多くのキノコを観‬

‭察した。‬



‭１１．その他‬

‭那須塩原市版環境マネジメントシステム（地球温暖化対策実行計画【事務事業編】）の取組‬

‭（カーボンニュートラル課）‬

‭市では、平成１９（２００７）年２月に那須塩原市版環境マネジメントシステムを策定し、環境‬

‭への負荷低減に向けた取り組みを行ってきた。‬

‭また、平成２５（２０１３）年１０月に第２期那須塩原市版環境マネジメントシステム（那須塩‬

‭原市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】）を策定したが、令和３（２０２１）年度で計画期間‬

‭満了となったため、令和４（２０２３）年４月に第３期那須塩原市版環境マネジメントシステム‬

‭（那須塩原市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】）を策定した。‬

‭　　① 管理単位の増減について‬

‭令和６（２０２４）年度において、環境マネジメントシステム対象施設の増減はない。‬

‭　② 二酸化炭素排出量について‬

‭令和６（２０２４）年度の市役所の事務事業により排出される二酸化炭素排出量の合計は、２０,‬

‭８１５ｔ－ＣＯ‬‭２‬‭であり、基準年度である平成２５（２０１３）年度の２９，５５３ｔ－ＣＯ‬‭２‬‭から‬

‭約３０％減少となった。‬

‭　③ グリーン購入割合の実績について‬

‭令和６（２０２4）年度のグリーン購入割合は８４％であり、前年度の２５％増加している。‬



生物多様性地域戦略における指標項目の達成状況　【資料６】

№ 基本戦略 状態目標 指標 現状(R4） 目標（R12）

1
１　健全な生態系の
保全

国立公園内の生態系が
健全に保全されている状
態

カテゴリーが改善した希少種（市指定）の数 0種 増加させる 0種 0種

2
１　健全な生態系の
保全

保護地域が拡大され、広
範囲にわたり生態系が保
全されている状態

市域に占める保護地域面積（OECM、自然共生サイ
ト等を含む）

39.4％ 50％以上 39.4％ 39.4％
・市独自基準（鳥獣保護区及び緑の
回廊は含まず）

3
１　健全な生態系の
保全

保護地域が拡大され、広
範囲にわたり生態系が保
全されている状態

OECM又は自然共生サイトの認定数 0か所 5か所以上 0か所 0か所

4
１　健全な生態系の
保全

希少種に指定されている
動植物が生息・生育して
いる状態

市レッドリストにおける絶滅種数 2種 2種（維持） 2種 2種 ・ヒメシロチョウ、ヒョウモンチョウ

5
１　健全な生態系の
保全

希少種に指定されている
動植物が生息・生育して
いる状態

生息地等保全協定区数 19か所 25か所以上 19か所 19か所

6
１　健全な生態系の
保全

里地里山を含む二次的自
然環境が保全されている
状態

遊休農地面積 29.7ha 減少させる 30.1ha 35.4ha

7
１　健全な生態系の
保全

里地里山を含む二次的自
然環境が保全されている
状態

新規就農者数 14人 増加させる 21人 5人

8
２　自然を活用した
地域経済の活性化

自然を活用した持続可能
な産業が普及した状態

持続可能な観光の国際基準認証団体数 0団体 増加させる 0団体 0団体

9
２　自然を活用した
地域経済の活性化

自然を活用した持続可能
な産業が普及した状態

日光国立公園（那須塩原市域）の入込数 1,995,475人 増加させる 1,955,051人 2,062,038人

10
２　自然を活用した
地域経済の活性化

市内全域で持続可能な
農畜産業が普及している
状態

環境保全型農業の取組団体数 38団体 増加させる 38団体 34団体

11
２　自然を活用した
地域経済の活性化

ネイチャーポジティブの視
点を持つ企業活動が活発
な状態

市の環境施策に協働して取り組む事業者数（経済
的支援を含む）

0事業者 増加させる 0事業者 4事業者
・企業版ふるさと納税寄附者（ネイ
チャーポジティブ推進事業）：4社

12
２　自然を活用した
地域経済の活性化

ネイチャーポジティブの視
点を持つ企業活動が活発
な状態

自然環境に関する事業に係る企業版ふるさと納税
額

0円 年間100万円以上 0円 2,100,000円
・ネイチャーポジティブ推進事業に寄
附

13
３　市民や企業によ
る参画と貢献

豊かな自然の価値を認識
している市民の割合が高
い状態

こどもエコクラブ登録メンバー 1団体 5団体以上 1団体 1団体

14
３　市民や企業によ
る参画と貢献

豊かな自然の価値を認識
している市民の割合が高
い状態

水辺調査・各種観察会の参加者数 174人/年 300人以上/年 207人/年 217人/年

・沼ッ原湿原自然観察会（22人）
・水辺調査（10人）
・ホタル観察会（20人）
・出前講座（165人）

15
３　市民や企業によ
る参画と貢献

様々な主体が連携して生
物多様性の保全に取り組
んでいる状態

市が各種団体や企業等と連携して実施する環境保
全活動

0回/年 3回以上/年 1回/年 5回/年

・サステナブル展（各種企業・団体）
×1
・シカ柵設置イベント（環ボラ、セブ
ン、栃木ブレックス）×1
・ため池調査（那須拓陽高校、宮沢
建設等）×1
・地下水勉強会（産総研、国環研、農
研機構）×2

令和5年度
実績値

令和6年度
実績値

備考



‭令和7年度第１回環境審議会資料‬

‭ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス(NPNA)の設立について‬

‭■概要‬
‭　　「2050 Sustainable Vision 那須塩原～環境戦略実行宣言～」に掲げる持続可能な環境都市の実現‬

‭に向け、企業、団体、個人等の様々な主体が相互に連携を図り、ネイチャーポジティブを実現させる‬

‭ための枠組みとして、「那須塩原市」、「国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ネイチャーポジ‬

‭ティブ技術実装研究センター」及び「国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センター」を‬

‭事務局とし、本アライアンスを設立‬

‭■内容‬
‭１　参加登録‬

‭　⑴　参加登録要件‬

‭　　「2050 Sustainable Vision 那須塩原～環境戦略実行宣言～」の趣旨に賛同し、かつ、ネイ‬

‭チャーポジティブに資する活動を行っている、又は行いたいと考えている企業、団体、個人等‬

‭　⑵　参加登録申請‬

‭　　参加登録申込書を事務局（那須塩原市環境戦略部ネイチャーポジティブ課）に提出するか、‬

‭Googleフォームによりオンライン申請する。‬

‭２　参加のメリット‬

‭　　参加者や企業・団体等の社会的価値の向上につながることが期待される。‬

‭　⑴　市による支援‬

‭　　・参加者が行うネイチャーポジティブに資する活動への支援‬

‭　　・自然共生サイトの認定申請等に係る支援‬

‭　　・活動に関する広報‬

‭　　・その他参加者にとって必要かつ有益と考えられる活動支援、情報提供等‬

‭　⑵　参加者相互の支援‬

‭　　・参加者相互の連携による活動支援、情報共有等‬

‭３　事務局‬

‭　⑴　那須塩原市‬

‭　⑵　国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ネイチャ―ポジティブ技術実装研究センター‬

‭　⑶　国立研究開発法人 国立環境研究所 気候変動適応センター‬

‭【総合窓口：那須塩原市環境戦略部ネイチャーポジティブ課】‬

‭４　設立年月日‬

‭　　令和７(2025)年６月２５日‬



関東の清流 “那珂川” の最上流部 “那須野が原” において、企業
と住民、関係者が一同に介したネイチャーポジティブの新たな
取り組み『ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス』を
開始します。地域のくらし、農業・産業を支えるネイチャーポ
ジティブの達成を皆さんも一緒に目指しませんか？

住居地・所在地不問！ぞくぞく参加者増加中！

フォントはロゴの河川色を採用

制度概要と参加方法事務局



事務局はこんなサポートをします！
気候変動により変化する雨の降り方などに着目し、それが森林や農
地、地下水、河川などの自然環境や、皆さんの暮らし・産業・農業
にどう影響を与えるのかを解明・予測していきます。

山で降った雨は長い年月をかけて深い地下水となり、主に工場な
どの生産に使用されています。今後、その深い地下水が長期的に
どのような変化をするのか解明していきます。また、地域の動植
物との繋がりを、産総研が持つ“技術”でサポートしていきます。

暮らしの土台である地域の自然環境を守るため、このアライアンス
は皆さんの“知りたい”、“参加したい”の受け皿になります。

～那須野が原扇状地～

ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 

気候変動適応センター 

自分の持っている土地を自然
豊かな場所にしたい！

『ネイチャーポジティブを達成して豊かな生活を送る。』

観察会や、自然環境を守る活
動に自ら携わりたい！

地域の自然のことがよくわか
らない！とにかく知りたい！

地域の自然を守りたい！

工場を緑化したけど、もっと
中身を充実させたい！地域の
皆さんと一緒に活動したい！

ネイチャーポジティブに貢献
して企業価値を高めたい！

会社としてネイチャーポジ
ティブ活動したいけど、何を
したらいいのかわからない！

那須野が原を舞台に、
ネイチャーポジティブ
に資する勉強会、保全
作業、企業活動への参
加のマッチング、国の
補助金申請など、本ア
ライアンスは地域のネ
イチャーポジティブ実
現のための受け皿にな
ります。



‭令和7年度第１回環境審議会資料‬

‭那須塩原市サステナブルセンターの設置について‬

‭■概要‬

‭　ネイチャーポジティブの実現に向けた取組を推進するため、令和7年4月1日に施行さ‬

‭れた「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(令和6年法‬

‭律第18号)の規定に基づく地域生物多様性増進活動支援センターを設置するに当たり、‬

‭「2050 Sustainable Vision 那須塩原」で掲げる持続可能な環境都市の実現に向け、既存‬

‭の地域気候変動適応センターとしての機能及び資源循環の推進等に関する機能を統合し、‬

‭「サステナブルセンター」として設置するものです。‬

‭■内容‬

‭■運用開始日‬

‭　令和7年（2025年）7月18日‬


